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★印は、費用面において市民に負担が及ぶ見直しを検討する取り組み
であることを表しています。 



No.● ●●事業の見直し ●●部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状 

利用実態の分析等を行ったうえで、事業内容や実施手法について抜本

的な見直しを行う。 

平成10年度から●●の充実を図ることを目的として●●事業を実施し

てきたが、昨今、民間事業者による類似サービスの普及等により、年々、

事業の利用者が減少傾向にある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・利用実態の分析・検証 

・利用者ニーズの把握 

利用実態 の検証結果 等に

基づく見直し検討 

 

事業の見直し 
 

 

 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 1,000千円 1,000千円 

累積効果額 

2,000千円 

取 組 

実 績 

利用実態の分析・検証や、
利用者ニーズの把握を行うた
め、・・・・・や、・・・のほか、ア
ンケートを実施し、・・・・といっ
た結果が得られた。 

 
   

実 績 

効果額 
― 千円 千円 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

 

✽ 個 別 改 革 課 題 シ ー ト の 見 方 ✽ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ただし、当該年度において改革に必要な経費等が発生する場合

は、その額を控除する。 

＜取り組みの方向性、これまでの取り組み・現状＞ 

各課題の取り組みの方向性を左欄に、各課題設定

時点のこれまでの取り組み・現状を右欄に記載してい

ます。 

＜目標効果額＞ 
 

★ 年度ごとの目標効果額と、４年間の累積効果額を記載してい

ます。（効果額一覧にも再掲しています。） 
 

★ 直接的には効果額が発生しない課題や、現時点では効果額の

積算が困難な課題等については、「―」で表示しています。 
 

★ 「行財政改革プラン2020」の目標効果額は、原則として、「平

成31年度当初予算額を基準として、改革実施後の予算見込み

額との差額」を用いて算出しています。 

＜取組目標＞ 

令和２～５年度の取組目標を、年度ごと

に記載しています。 

効果額 
100万円 

 

廃止後

ろ 事業経費 
100万円 

廃止前 〈廃止の場合〉 

効果額＝廃止前の経費 

見直し前 見直し後 

歳入（未利用財産の売却など） 

効果額＝改革による新たな収入額 

※ ただし、当該年度において改

革に必要な経費等が発生する

場合は、その額を控除する。 

歳出（事業の廃止・見直しなど） 

〈事務事業の見直し等により費用が削減される場合〉 

見直し前の予算額と見直し 

後の予算見込み額との差額 

 

 

 

 

効果額 
60万円 

事業経費 
140万円 

事業経費 

200万円 

＜取組実績＞ 

令和２～５年度の取組実績を、年度ごと

に記載します。 

＜実績効果額＞ 

令和２～５年度の実績効果額を、年度

ごとに記載します。 





行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針１ 行財政経営システムを構築する ～エビデンスに基づく施策決定と行革効果の見える化～ 

- 1 - 

 

※ 基本方針１№１「事務事業における到達目標の明示と、その検証を踏まえた見直し」の「目標効果額」および「実績効果額」は、基本方針1№2「経常経費（枠
配分予算）の検証」の効果額に合算しています。 

No.１ 事務事業における到達目標の明示と、その検証を踏まえた見直し 
総合政策部 

各部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
事務事業に明確な到達目標（指標）を設定し、より確度の高い効果測

定につなげる。また、事務事業の達成度等を踏まえ、事務事業を検証し、見
直し・廃止を行う。 

平成28年度から平成30年度にかけて実施した事務事業・補助金の見
直しについては、平成29年1月に「事務事業・補助金見直し計画」、平成
30年2月に「事務事業・補助金見直し計画（平成29年度追加版）」、
平成31年2月に「事務事業・補助金見直し計画（平成30年度追加
版）」として見直し内容を取りまとめ、事務事業・補助金の改善や廃止の
取り組みを行った。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・事務事業実績測定の見
直し及びその運用開始 

・事務事業の見直し・廃
止に係る仕組みの構築 

 

 

・既存事業の検証・見直し 

・令和２年度開始の新規事務
事業について検証・見直し 

 

 

 

令和３年度開始の新規事
務事業について検証・見直し 

 

 

 

令和４年度開始の新規事
務事業について検証・見直し 

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

事務事業ごとにロジックモ
デルや指標、目標を設定
し、その検証の一環として
外部有識者による評価を
実施した。また、事務事
業の見直し・廃止に係る
仕組みの構築に向け、
「事務事業効果測定指
標設定ガイドライン」を策
定した。 

事務事業ごとに設定しているロ
ジックモデルや指標、目標を、よ
り確度の高いものとするため、
「事務事業効果測定指標設定
ガイドライン」等を踏まえた見直
しを行った。また、すべての事務
事業を対象に、各部署でのロジ
ックモデル等を活用した事業の
評価や検証、見直しを踏まえ、
担当部署と総合政策部とのヒア
リングを実施し、40 事業につい
て事業の実施手法や必要経費
等の精査を行った。 

昨年度に引き続き、すべての
事務事業を対象に、各部署
でのロジックモデル等を活用し
た事業の評価や検証、見直
しを踏まえ、担当部署と総合
政策部とのヒアリングを実施
し、13 事業について事業の
実施手法や必要経費等の
精査を行った。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 
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※ 「目標効果額」および「実績効果額」欄には、基本方針１№１「事務事業における到達目標の明示と、その検証を踏まえた見直し」と№2「経常経費（枠配分予
算）の検証」の効果額を合算した額を記載しています。 

No.２ 経常経費（枠配分予算）の検証 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

今後、事務事業実績測定の見直しに取り組むことを踏まえ、現行の予算

編成手法についてもそれに合わせて必要な見直しを行う。同時に、現状、経

常経費（枠配分）としている事務事業について、定期的に検証できるよう枠

配分制度を一部改める。 

経常経費（枠配分予算）は、経常経費にかかる一般財源を各部へ

枠配分することで、「効率的・効果的な予算配分」、「自律型組織への転

換」などを目的に平成 16 年度当初予算編成から導入し、現在に至ってい

る。これまで、一部見直し等を行いながら、当初の目的を達成するため、長

年にわたり同手法を継続してきた。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 

 

 

 

・経常経費の検証の実施

（令和３年度当初予算編

成に反映） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 269,442千円※ 298,026千円※ 

累積効果額 

567,468千円 

取 組 

実 績 

経常経費の検証を行い、令

和３年度当初予算編成に

反映した。 

経常経費の検証を行い、令 

和４年度当初予算編成に 

反映した。 

経常経費の検証について、

事務事業の見直しによる効

果額を含め 270,127 千円

の減額を行った。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 270,127千円 千円 

累積効果額 

270,127千円 

事務事業実績測定の見直しと歩調を合わせた編成

手法の見直しを実施 
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No.１ エフエムひらかた放送委託の見直し 市長公室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
エフエムひらかたは、災害時の情報伝達手段として市を筆頭に民間事業者

の出資で平成 9 年に設立され、平常時には、市民に親しまれるコミュニティＦ
Ｍ局として、地域情報や市政情報等を発信する役割を担っている。昨今、イ
ンターネットやＳＮＳの普及など情報伝達手段の多様化が進み、ラジオの聴
取率が低迷するなど、設立当時と比べ環境が大きく変化している。市では、災
害時の情報伝達手段を確保するため、同社に対し平常時の放送委託を継
続・支援してきたが、この間の社会情勢の変化を踏まえ、情報伝達ツールとし
ての効果検証を行い、同社への放送委託について抜本的な見直しを行う。 

 エフエムひらかたの第１期・第２期経営戦略プログラムに基づき、経営改
善の取り組みを行ってきた。 
 放送委託の見直しなど市のエフエムひらかたに対する支援の在り方につい
ては、令和元年度中に検討・整理する予定である。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

情報伝達ツールとしての効果
検証を踏まえた放送委託見
直し後の会社運営の方向性
について、エフエムひらかたと
協議 

情報伝達ツールとしての効果
検証を踏まえた放送委託見
直し後の会社運営の課題
（自立経営・事業譲渡の可
能性）について、エフエムひら
かたと協議 

放送委託の廃止  
 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 50,000 千円 50,000 千円 

累積効果額 
100,000 千円 

取 組 

実 績 

６月に市の関与のあり方につ
いて検証結果をまとめ、令和
４年度からの放送委託廃止
を決定。廃止に伴う課題への
対応策を検討するため、自
立経営の場合、事業譲渡の
場合、閉局の場合のスケジュ
ールを確認するなど、同社と
の協議を継続して実施した。
また、同社に代わる災害時の
情報伝達手段について危機
管理室と協議を進めた。 

令和４年度からの放送委託
廃止はエフエムひらかたの経
営に大きな影響を及ぼすこと
から、自立経営の可能性や
事業譲渡の可能性の検討に
ついて協力し、取り組んだ。
同社は令和４年２月末をも
って放送終了、３月末に閉
局・解散された。 

エフエムひらかたは令和４年
２月末をもって放送終了、
３月末に閉局・解散されたた
め、令和４年度は放送委託
は行っていない。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 1,562 千円 50,000千円 千円 

累積効果額 
51,562 千円 
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No.２ 施設の一元管理に係る検討 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

現在、各部署単位で担っている施設の維持管理業務について、スケールメ

リットや横断的視点を生かしたより効率的・効果的な維持管理といった観点か

ら、包括的に委託化することを検討する。 

 市が保有している様々な施設の維持管理については、基本的に各施設

単体で管理業務を行っており、維持管理業務の効率性などの面で課題が

ある。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

若手・中堅職員によるプロジ

ェクトチームで調査・検討を開

始 

若手・中堅職員によるプロジ

ェクトチームで調査・検討を開

始 

若手・中堅職員によるプロジ
ェクトチーム等で調査・検討を
開始 

  

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

検討対象となる施設および

施設所管部署等の特定や、

検討体制の構築に向けて課

題整理に着手したところ、今

後チームにおいて効率的な検

討を行うに当たり必要となる

契約実績等を用いた絞込み

等の作業に多大な時間を要

することが判明したため、令

和２年度の取組目標として

いた「チームでの調査・検討」

を令和３年度に延期すること

とした。 

自治体向け説明会等を通じ

た他市状況等の情報収集

や、契約実績等を用いた絞

込み等の課題整理に取り組

んだが、多額のコストに加え、

人員体制に密接に関わるな

ど、整理すべき課題が多岐に

わたることから、令和４年度

も引き続き、他市事例を参

考に実施効果などについて検

討を行う。 

自治体向け説明会等を通じ

た他市状況等の情報収集や

導入市への聞き取り調査を

行い、想定される実施効果

やリスクについて関係部署と

情報共有を行った。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 
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No.３ より機能的で柔軟な組織体制の確立 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

その時々の行政課題や市民ニーズ等を踏まえて、より機能的、効率的か

つ柔軟に対応できる体制を構築する。また、組織を横断する課題についても

対応できるよう、体制や権限について検討を行う。 

 この間、公約施策や新たな行政課題に対応するため、その時々の社会状
況等を踏まえ、組織の改編を行ってきた。また、組織横断的な課題の整理
等を図るプロジェクトチームの設置や、より効率的な事務執行に向けた本部
会議や庁内委員会の見直しなど会議のスマート化などにも取り組んできた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 
取 組 
目 標 

     

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

令和2年度機構改革では、
子どもをめぐる問題を一元的に
把握し、組織横断的な支援
につなげる体制整備として、子
育ち支援監の設置、市長直
轄の組織として子ども総合相
談センターを子どもの育ち見守
りセンターに改編したほか、地
域共生社会の実現に向けた
健康（保健）・福祉・高齢
者施策を組織横断的に推進
する体制整備として、健康部
（保健所を含む）、長寿社
会部及び福祉部を統合し、
新たに「健康福祉部」を設置
するなど、組織体制の整備を
図った。 

令和３年度機構改革では、
効率的・機能的な健康・福
祉・保健施策推進体制の整
備等として、健康福祉部内に
福祉事務所を設置したほか、
EBPM(証拠に基づく政策立
案)に基づく事業展開や定住
促進などの施策、また、東部
地域や市駅周辺再整備に係
る地域活性化施策を総合的
に調整・推進する体制整備と
して、総合政策部の企画政
策課を「企画政策室」に改編
した。また、市有建築物、学
校園等の施設の新設等の業
務を一元的に推進するため、
教育委員会のまなび舎整備
室を都市整備部の施設整備
室に統合した。 

令和４年度機構改革では、
危機管理施策を推進する体
制の強化として危機管理室を
部組織に改編したほか 、
2025年大阪・関西万博を契
機とした人口誘導・定住促進
などを推進するため、総合政
策部企画政策室に「政策推
進課」を設置、また、重層的
支援体制整備事業など部が
所管する政策等の総合調整
のため健康福祉総務課を「健
康福祉政策課」に改編した。
さらに、子どもを守り、支援する
体制の強化として子どもの育ち
見守りセンターと子ども未来部
を統合、廃棄物施策を一体
的に推進する体制の整備とし
て環境部内の複数課を「循環
型社会推進室」に改編、道
路・公園等の同種の業務を集
約し、効率的な執行体制の
整備のため道路河川管理課
をみち・みどり室に移管した。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

より機能的、効率的かつ柔軟な組織体制の検討及び実施 
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No.４ マイナンバー制度の活用 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

効率的・効果的な行政運営とさらなる市民サービスの向上を図る観点か
ら、国の動向も踏まえ、マイナポータルを通じた電子申請機能やマイナンバー
カードの利活用、マイナンバーの利用範囲の拡大などを検討する。 

マイナンバー法の施行以来、条例の制定や独自利用事務として庁内連
携する事務及び情報を追加規定するなどの対応を行ってきた。また、マイナ
ポータルを通じた個人番号カードの利活用等においては、国の動向を踏まえ
ながら、関係課と調整を図り、子育てや介護関連のサービス情報を「ぴったり
サービス」に掲載した。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

 

  

   
 

 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

マイナポータルの電子申請機
能であるぴったりサービスにつ
いて、市民からの申請データ
を受領可能なようシステム環
境を整備した。また、国の推
進する子育て・介護・被災者
支援ワンストップ関連の手続
きを中心に、関係課と調整の
うえ、マイナンバーカードによる
申請者の本人確認機能も
活用し、児童手当関連 5手
続のオンラインでの受付体制
を整備し、公開を開始した。 

マイナンバーカードの普及につ
いて、発行事務を所掌する
市民室と調整を図りながら、
国の広報活動とも連動した
取り組みを進めた。また、マイ
ナンバーカードの活用として、
衆議院選挙(令和3年10月
31日投開票)の不在者投票
用紙について、マイナポータル
でのオンライン請求に対応し
た。さらに、国民健康保険に
関する手続のオンライン化
や、市の「ひらかたポイント」制
度におけるマイキープラットフォ
ーム(国の整備するポイント管
理基盤)の活用(多様な決
済手段との連携)に向け、関
係課との検討を進めた。 

マイナンバーカードの普及につ
いては、発行事務を所掌する
市民室と調整を図りながら、
国の広報活動とも連動した
取組を進めた。また、マイナン
バーカードの活用として、国の
デジタルガバメント実行計画
中の特に国民の利便性の向
上に資する手続として、子育
て・介護関係手続のオンライ
ン化を実施。また、「ひらかた
ポイント」制度にて、国の自
治体マイナポイント事業を活
用し、マイナンバーカード保有
者が付与ポイントを様々なキ
ャッシュレスサービスで利用可
能とするために必要な準備を
進めた。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

マイナンバー制度の活用について検討及び実施 
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No.５ 地方公会計による財務書類の活用 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

これまで地方公会計の整備促進に取り組んできたが、今後は、総務省の研
究会の報告に基づき、財務書類から得られる各種指標を用いてより多角的
な分析を行うとともに、比較可能な形による財務書類の開示手法などについ
て検討を行う。 

地方公会計における財務書類は、統一の基準が設定されたことにより、他
団体との比較分析が可能となった。このことから、地方公会計は「作って公
表すること」から「活用すること」の取り組みが課題となり、昨年度は、総務
省の報告書に示された「指標等による分析」の内容を踏まえ、類似団体間
での比較分析を試みた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

財務書類から得られる各種

指標を用いた多角的な分析

とその結果の公表 

 

   
 

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

昨年度に引き続き、類似団

体間での比較分析などを行っ

たうえで、「枚方市の財政事

情（第二部）」として令和

３年３月末までに公表し

た。 

類似団体間におけるフロー・

ストックの両面からの比較分

析等を行う中で、本市の現

状を把握するとともに、今後

の財政運営に資する目的で

「枚方市の財政事情（第二

部）」を作成し、令和４年

３月末までに公表した。 

類似団体間におけるフロー・

ストックの両面からの比較分

析等を行う中で、本市の現

状を把握するとともに、今後

の財政運営に資する目的で

「枚方市の財政事情（第二

部）」を作成し、令和５年

３月末までに公表した。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

比較可能な形による財務書類の開示手法の充実 

分析手法の充実及び分析結果の公表 
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No.６ 枚方市勤労市民会への支援のあり方の見直し 市長公室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

枚方市勤労市民会は、中小企業や商店等で働く従業員を対象に、個々

の事業所では行うことが困難な福利厚生事業を実施している。本市は、勤労

者の福祉向上を図るため、団体運営補助金を交付してきたが、中小企業等

におけるニーズが限定的であることや民間事業者により同様の事業が提供さ

れていること等の社会情勢等を踏まえ、補助金を段階的に減額し、廃止す

る。 

団体運営補助金の廃止と自立運営に向け、団体と協議を重ねていると

ころである。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

団体への支援のあり方の検

討  
 

 

 

団体運営補助金の廃止 

 
 

目 標 
効果額 4,584千円 8,584千円 12,584千円 12,584千円 

累積効果額 
38,336千円 

取 組 

実 績 

団 体 運 営 補 助 金 は 、

12,584千円から4,584千

円を減額し、8,000千円を

交付した。団体運営補助金

の廃止を踏まえた今後の同

会の運営については、会で会

員の意向確認をするなど検

討を進めた結果、令和３年

度末で事業サービスを停止

し、法人を解散することが決

定された。 

令和３年度末で団体運営

補助金の交付を終了する。

なお、枚方市勤労市民会

は、令和４年３月31日で

解散された。 

 

令和４年度当初から補助

金を廃止した。   

実 績 
効果額 4,584千円 8,584千円 12,584千円 千円 

累積効果額 
25,752千円 

団体運営補助金の段階的な減額 
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No.７ 来庁者・利用者用駐車場の有料化に向けた検討（北部支所・生涯学習市民センター・図書館） 
市民生活部 

観光にぎわい部 
総合教育部 
総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

平成 27年度に策定した「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考
え方」に基づき、受益者負担や駐車場管理の適正化の観点から、来庁者・
利用者用駐車場の有料化を検討する。 

平成 27年度に策定した「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する

考え方」に基づき、受益者負担や駐車場管理の適正化の観点から、劣化

が激しい北部支所駐車場の整備に向けた検討や各駐車場の利用実態調

査などを行った。 
【検討対象施設】 北部支所、生涯学習市民センター（楠葉・さだ・御殿
山・牧野・津田・菅原・南部）、図書館（楠葉・さだ・御殿山・牧野・津田・
菅原） 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  
  

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

「来庁者・利用者用駐車場の

有料化に関する考え方」に基

づき、検討対象施設の有料

化実施時期等について、関係

部署で検討した。 

 

受益者負担や駐車場管理の

適正化の観点から、関係部

署で意見交換を行ったが、新

型コロナウイルス感染症の影

響により施設の利用が長期間

中止になるなど、駐車場利用

の現状を正確に把握できない

状況にある。引き続き、有料

化実施時期等について検討

を行っていく。 

指定管理者制度更新手続き
に合わせて、受益者負担や駐
車場管理の適正化の観点か
ら、関係部署で意見交換を
行ったが、新型コロナウイルス
感染症の影響が長期化する
とともに、エネルギー価格や物
価高騰による市民や事業者
への影響を踏まえ、市では社
会経済活動の回復に向けた
様々な支援策を実施している
状況であるため、引き続き社
会情勢を注視しながら検討を
行う。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

有料化に向けた検討 
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No.８ 来庁者・利用者用駐車場の有料化に向けた検討（輝きプラザきらら・車塚公園・中央図書館） 
総務部 
土木部 

総合教育部 
総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

平成 27年度に策定した「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考
え方」に基づき、受益者負担や駐車場管理の適正化の観点から、来庁者・

利用者用駐車場の有料化を検討する。 

必要駐車スペースの確定や実施手法など課題の抽出や解決に向けて、
調査の実施や関係部署との協議など、検討を進めた。 

【検討対象施設】輝きプラザきらら、車塚公園、中央図書館 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 
   

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

令和元年度に実施した民間
事業者からのヒアリングを踏ま
え、駐車場の運営方法や料
金体系、使用料等の課題に
ついて検討し、関係部署と協
議した。なお、施設利用者の
無料時間の設定等により、

民間事業者の参入は困難
な状況である。 

引き続き、令和元年度に実
施した民間事業者からのヒア
リング結果を踏まえ、関係部
署と意見交換を行ったが、駐
車場の運営方法や料金体
系、使用料等の課題が多い
状況である。なお、設備投資

に見合った採算が採れず、民
間事業者の参入は困難だ
が、他施設の駐車場管理業
務との合併発注等、関係部
署と検討していく。 

引き続き有料化に向け検討
を進めてきたが、駐車場の運
営方法や料金体系、使用
料等の課題が多い状況であ
る。また、新型コロナウイルス
感染症の影響が長期化する
とともに、エネルギー価格や物
価高騰による市民や事業者
への影響を踏まえ、市では社
会経済活動の回復に向けた
様々な支援策を実施してい
る状況であるため、引き続き
社会情勢を注視しながら検
討を行う。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

有料化に向けた検討 
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No.９ 来庁者・利用者用駐車場の有料化に向けた検討（東部公園） 
土木部 

総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

平成 27年度に策定した「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考
え方」に基づき、受益者負担や駐車場管理の適正化の観点から、来庁者・
利用者用駐車場の有料化を検討する。 
なお、有料化を実施する場合の時期・手法については、東部公園への指

定管理者制度導入（基本方針⑸№10）に向けた取り組みと合わせて実施
する手法も含め、今後、適切な時期・手法を検討する。 

事業者に対するヒアリングや、駐車場の利用実態調査を実施するなど、

平成 27年度に策定した「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考

え方」に基づき、受益者負担や駐車場管理の適正化の観点から、駐車場

有料化の検討を行った。 

【検討対象施設】東部公園 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  
  

 

目 標 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

課題であった土日祝日の野
球大会時等の公園駐車場
混雑緩和について、東部清
掃工場の駐車場を大会関
係者用の臨時駐車場として
一時使用するなど、試行的
に混雑緩和に努めた。なお、

東部公園への指定管理者
制度導入手続きが令和4年
度となる見通しのため、駐車
場有料化についても令和 4
年度当初までを目途として検
討を行う予定である。 

東部公園の駐車場有料化
の実施時期等について、現
在の社会状況や、受益者負
担、駐車場管理の観点か
ら、駐車場事業者へのヒアリ
ングを実施するなど、検討を
進めた。 

指定管理者制度導入手続
きを進める中で、駐車場の有
料化についても検討を行った
が、新型コロナウイルス感染
症の影響が長期化するととも
に、エネルギー価格や物価高
騰による市民や事業者への
影響を踏まえ、市では社会
経済活動の回復に向けた
様々な支援策を実施してい
る状況であることから、制度
導入に合わせた有料化は行
わないこととした。引き続き社
会情勢を注視しながら検討
を行う。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

有料化に向けた検討 
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No.10 来庁者・利用者用駐車場の有料化に向けた検討（香里ケ丘中央公園） 
土木部 

総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

平成 27年度に策定した「来庁者・利用者用駐車場の有料化に関する考

え方」に基づき、受益者負担や駐車場管理の適正化の観点から、来庁者・

利用者用駐車場の有料化を検討する。 

香里ケ丘図書館との機能連携を図るため、駐車場拡張整備の設計を

実施した。 

【検討対象施設】香里ケ丘中央公園 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 

 

 

  
 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

香里ケ丘中央公園駐車場

の拡張整備を実施した。ま

た、「来庁者・利用者用駐車

場の有料化に関する考え方」

に基づき、受益者負担や駐

車場管理の適正化の観点か

ら、検討対象施設の有料化

実施時期等について、関係

部署間で検討を進めた。 

香里ケ丘中央公園の駐車

場有料化の実施時期等につ

いて、現在の社会状況や、

受益者負担、駐車場管理の

観点から、駐車場事業者へ

のヒアリングを実施するなど、

検討を進めた。 

指定管理者制度導入手続
きを進める中で、駐車場の有
料化についても検討を行った
が、新型コロナウイルス感染
症の影響が長期化するととも
に、エネルギー価格や物価高
騰による市民や事業者への
影響を踏まえ、市では社会
経済活動の回復に向けた
様々な支援策を実施してい
る状況であることから、制度
更新に合わせた有料化は行
わないこととした。引き続き社
会情勢を注視しながら検討
を行う。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 

有料化に向けた検討 
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No.11 水道料金・下水道使用料の福祉減免制度の見直し 
健康福祉部 

子ども未来部 

上下水道部 

総合政策部 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

水道料金・下水道使用料の福祉減免制度については、制度開始から 43

年が経過し、社会情勢の変化や、他市での減免の実施状況等を踏まえて、

廃止を含めた見直しを行う。 

水道料金・下水道使用料の福祉減免制度は、昭和 51 年度から制度

化され、現在、生活保護世帯、母子・父子世帯、身体障害者世帯、知

的障害者世帯、精神障害者世帯、介護保険要介護世帯、生活困窮高

齢者世帯、東日本大震災被災世帯に対し、基本料金を免除している。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 
   

 

目 標 

効果額 
 ― 千円  ― 千円  ― 千円  ― 千円 

累積効果額 

 ― 千円 

取 組 

実 績 

新型コロナウイルス感染症が
拡大するなか、市民・事業者
の負担を軽減するため、国お
よび自治体が様々な経済支
援策を実施し、この一環とし
て同減免を実施する市町村

もあるため、社会情勢も注視
しながら、見直しに向け、関
係部署間で対象世帯の状
況等について調整を進めた。 

新型コロナウイルス感染症の
影響が長期化するなか、市
では社会経済活動の回復に
向けた様々な支援策を実施
している状況であることから、
引き続き社会情勢を注視し

ながら見直しの検討を行うこ
ととした。 

新型コロナウイルス感染症の
影響が長期化するとともに、
エネルギー価格や物価高騰
による市民や事業者への影
響を踏まえ、市では社会経
済活動の回復に向けた様々

な支援策を実施している状
況であることから、引き続き社
会情勢を注視しながら見直
しの検討を行うこととした。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

 

福祉減免制度の廃止を含めた見直しの検討・実施 
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No.12 内部統制制度の導入検討 
総務部 

総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

地方自治法の改正に伴い、業務の効率的かつ効果的な遂行など、行政
の組織目的が達成されないリスクを一定の水準以下に低減できるよう、内部
統制制度の活用について検討する。 

総務省発出の地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイ
ドラインや他市事例を参考に、有効な内部統制のあり方について、検討を
行ってきた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 
  

  
 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

令和３年度の運用開始に向

け、内部統制に係る基本方

針、体制の検討を行うととも

に、内部統制の対象とするリス

クの洗い出しを行い、選定、対

応策の整備を行った。 

 

 

内部統制制度の運用開始に

ついて全庁通知を行い、リスク

評価シートを用いた業務の運

用を開始した。リスクの発生時

には「リスク再発防止策報告

書」の提出を求めるとともに、

制度の運用状況について、中

間評価を行った。また、動画

配信や、内部統制通信を発

行し、制度の庁内浸透に向け

た周知を行った。 

７月に「令和３年度内部統
制評価報告書」を公表すると
ともに、10 月からは報告書を
踏まえ対応策等を見直したリ
スク評価シートによる制度運
用を開始した。また、リスク発
生時に報告を受けた「リスク再
発防止策報告書」から発生
要因や対応策をまとめ庁内に
共有し、再発防止の注意喚
起を行うとともに、制度の周知
を行い庁内への浸透を図っ
た。令和４年度のリスク防止
策の取組状況について、自己
評価及び第三者モニタリングを
実施し、評価報告書公表に
向けた取り組みを進めた。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

 

内部統制制度に関する方
針の策定及び制度設計 

内部統制制度導入 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針２ 行政サービス・行政資源を最適化する～事務事業等の見直し・検証とストック活用～ 

- 15 - 

 

No.13-1 総人件費の削減（職員数の適正化） 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

現在の職員定数基本方針の計画年度が終了時期を迎えることから、今

後のスマート自治体への転換や民間委託の推進などの取り組み効果を踏ま

えて新たな職員定数基本方針を令和２年度中に策定し、職員数の適正化

と総人件費の削減に取り組む。 

スリムで機動力を持った市役所の風土づくりを進め、より一層の職員数の

適正化と総人件費の抑制に取り組むための基本的な方針である「枚方市職

員定数基本方針」を平成26年３月に策定し、職員数の適正化に向け取り

組みを進めてきた。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

職員定数基本方針の策定  
  

 

目 標 

効果額 

▲256,722千円 ▲15,145千円 338,251千円 969,816千円 
累積効果額 

1,036,200千円 

※令和 2年度の目標効果額は、会計年度任用職員制度への移行等を勘案した数値であり、令和 3年度以降もその要因を反映している。 

取 組 

実 績 

会計年度任用職員制度導
入による人件費の増加要因
や、民営化等による職員削
減効果が後年度になることに
より、令和２年度は削減効
果を見込んでいなかったが、
職員数適正化の着実な実

施により、人件費増加額を
抑制できる見込みとなった。

また、スリムで機能的な組織
体制の実現に向け、職員定
数基本方針を改定した。 

引き続き、一定の採用抑制
や正職員の会計年度任用
職員への置き換えを行ったほ
か、各種手当のさらなる見直
しを行ったこと等により、当初
見込んでいた人件費増加額
を抑制できた。 

職員数の適正化について、
令和４年度においても、適
正な採用数の調査を行った
ほか、ごみ収集体制等の見
直しなどにより、昨年度からさ
らに人件費を抑制できた。 

  

実 績 

効果額 
▲44,017千円 327,467千円 588,697千円 千円 

累積効果額 

872,147千円 

職員定数基本方針に基づく取り組み 
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No.13-2 総人件費の削減（メリハリのある給与制度の推進） 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

職員のやる気を引き出し、行政組織の活性化を図るため、職員の職務と責

任に応じたメリハリのある給与制度の構築を図る。 

枚方市人事行政制度調査審議会から受けた最終答申を踏まえ、行政

職給料表において、管理職と非管理職とのメリハリの拡充、職制に適用さ

れる職務の級の変更、整理等、メリハリのある給与制度の構築に向けて平

成30年12月定例月議会において枚方市職員給与条例の改正を行い、

平成31年４月からの制度運用とした。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

   
  

 

目 標 

効果額 
35,773千円 41,358千円 38,947千円 35,204千円 

累積効果額 

151,282千円 

取 組 

実 績 

平成31年４月から運用して

いるメリハリのある給与制度に

ついて、引き続き適切かつ継

続的な進捗管理を図ってい

る。 

 

 

 

平成31年４月から運用して

いるメリハリのある給与制度に

ついて、引き続き適切かつ継

続的な進捗管理を図ってい

る。 

 

 

 

平成31年４月から運用して

いるメリハリのある給与制度に

ついて、引き続き適切かつ継

続的な進捗管理を図ってい

る。 

 

 

 

 

  

実 績 

効果額 
35,773千円 41,548千円 39,011千円 千円 

累積効果額 

116,332千円 

適切な運用と継続的な進捗管理 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針２ 行政サービス・行政資源を最適化する～事務事業等の見直し・検証とストック活用～ 

- 17 - 

 

No.13-3 総人件費の削減（組織体制の改編、さらなる役職者の縮減） 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

１部１次長配置の推進などピラミッド体系の組織構造の確立に向け、簡素

で機能的な組織体制への改編とあわせて管理監督職員数の見直しを進める

ことで、総人件費の削減に取り組む。 

スリムで機動力を持った市役所の風土づくりを進め、より一層の職員数の

適正化と総人件費の抑制に取り組むための基本的な方針である「枚方市

職員定数基本方針」を平成26年３月に策定し、職員数の適正化に向け

取り組みを進めてきた。また、平成30年度からは、人事行政制度調査審

議会からの答申を踏まえ、管理監督職員数の適正化など、組織構造の見

直しを進めている。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 

  

 
  

 

目 標 

効果額 
99,973千円 111,208千円 119,718千円 119,718千円 

累積効果額 

450,617千円 

取 組 

実 績 

令和２年４月実施の定期

人事異動において、１部１

次長配置の推進や組織体

制の改編による役職者の縮

減を行ったものの、目標効果

額を下回る結果となった。 

 

令和３年４月実施の定期

人事異動において、機構改

革による組織改編及び管理

職員の適正配置をさらに推

進したこと等により、当初見

込んでいた目標以上の効果

を達成できた。 

令和４年４月実施の定期

人事異動において、機構改

革による組織改編など管理

職員の適正配置をさらに推

進したこと等により、昨年度を

上回る効果を達成できた。 

  

実 績 

効果額 
97,276千円 125,373千円 169,883千円 千円 

累積効果額 

392,532千円 

１部１次長制の推進、簡素で機能的な組織体制への改編 
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No.13-4 総人件費の削減（長時間労働の縮減） 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

職員の健康増進やワーク・ライフ・バランス推進の観点から、働き方改革の
一つとして取り組みを行う。平成30年度は自然災害が頻発したことから、平成
29年度の時間外勤務実績と比較し、計画的な時間外勤務の縮減をめざして
いく。 

平成31年度より時間外勤務の上限規制を行うとともに、業務量の平準
化などの取り組みを行っている。また、時間外勤務の事前命令、事前申請
をさらに徹底するため、PCシャットダウンシステムを令和２年１月より導入。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  
  

 

目 標 
効果額 65,280千円 66,586千円 67,918千円 69,277千円 

累積効果額 
269,061千円 

取 組 

実 績 

時間外勤務の事前命令、事

前申請を更に徹底するため、
PCシャットダウンシステムを令
和２年１月より導入し運用
している。令和２年度の目
標効果額については、平成
29年度の時間外勤務手当
の10％相当額（64,000
千円）の1.02倍とし（令和

３年度以降の目標値につい
ては同様に増加させる）、各

取り組みを実施した結果、目
標を上回る結果となった。 

PCシャットダウンシステムの活
用等のほか令和２年10月
からは、各部において目標を
定め、その目標達成に向けた
取り組みを実施しており、令
和３年度においても各部ごと
の取り組みを継続するなど、
長時間労働の縮減に向けた
取り組みを推進したが、新型
コロナウイルス感染症に係る
保健所及びワクチン接種業
務（R2→R3の時間外勤務
手当の増加額：59,619千
円）等の影響により、効果
額は目標を下回る結果となっ
た。 

PC シャットダウンシステムの活
用等の取り組みを引き続き
実施するとともに、令和４年
度においては、所属長を対象
とした職員の健康経営に関
する説明会の中で、改めて
時間外勤務の上限時間であ
る月45時間、年360時間の
徹底を促すなど、長時間労
働の縮減に向けた取り組みを
推進した。 

  

実 績 

効果額 
65,739千円 13,424千円 30,088千円 千円 

累積効果額 

109,251千円 

所属長からの時間外勤務の上限超過見込み時における事前報告等をはじめ、行政事務の効率化・高度化

の観点から本市で推進する情報推進技術も活用しつつ、長時間労働の縮減について徹底を図っていく。 
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No.14 入札制度の見直し 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
入札・契約過程の公平性、公正性及び透明性を高め、もって競争性の確

保及び向上を図るとともに、適正な履行確保と事務の効率化を図る。 
国からの通知に基づき必要な制度改正を行うとともに、入札不正行為

排除・防止検証委員会の中間答申を受け、改善策の検討を行っており、
その改善策の一つである低入札価格調査制度の対象工事の拡大は令和
2年度から実施する。また、最低制限価格の見直しや低入札価格調査制
度における調査基準価格及び数値的判断基準値の見直しも併せて令和
2年度から実施する。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

中間答申を受け、改善策の
検討及び一部実施 

中間答申を受け、改善策の
実施   

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

・中間答申を受け、入札不
正行為の防止に資するため、
低入札価格調査制度の対
象工事を拡大した。 
・入札参加者増加の取り組
みとして、受注者の現場代理
人の配置基準緩和、工事に
係る入札参加件数及び受
注制限件数の緩和について
検討し、令和３年度から実
施することとした。 

・前年度の検討結果を踏ま
え、入札参加者増加に取り
組んでいる。 
・入札不正行為の防止等の
観点から、低入札価格調査
制度について対象工事の拡
大、入札参加者の見直し及
び部分払金が下請負人に支
払われていることの確認、前
払金の支払対象工事の拡
大について検討し、令和４
年度から実施する。また、入
札・契約過程の公平性等の
観点から、人的関係又は資
本的関係がある事業者の同
一入札等への参加制限の見
直しについて検討し、令和４
年度から実施することとした。 

入札・契約過程の公平性等
の観点から低入札価格調査
制度について対象工事の拡
大及び入札参加者の見直
し、部分払金が下請負人に
支払われていることの確認、
前払金の支払対象工事の
拡大並びに人的関係又は資
本的関係がある事業者の同
一入札等への参加制限の見
直しを行った。また、事業者
の負担軽減及び契約事務
効率化の観点から、電子契
約を試行導入した。さらに、
競争性を確保しつつ、より適
正な施行を確保する観点か
ら、制限付き一般競争入札
における入札参加要件に係
る検討、契約事務マニュアル
の整備を進めた。 

  

実 績 
効果額 52,918千円 184,096千円 505,958千円 千円 

累積効果額 
742,972千円 

※ 「実績効果額」欄には、低入札価格調査制度の対象工事の拡大に伴って生じた、調査基準価格と落札額の差額を記載しています。 

必要に応じて入札制度改正 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針２ 行政サービス・行政資源を最適化する～事務事業等の見直し・検証とストック活用～ 

- 20 - 

 

※目標効果額等は、一般・特別会計に係る未収金の合計額であり、基金を運用している「くらしの資金貸付金」は含まない。また、目標効果額、実績効果額（上段）には各年度と次
年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収額の差額を記載している。なお、実績効果額（下段）
の数値は不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となる。 

No.15-1 税外債権に係る未収金対策等の取り組み 
債権所管部 
市民生活部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
税外債権のさらなる徴収強化に向け、債権の管理、回収等に係る知識・

技術に係る研修の実施等により徴収体制の強化を図るとともに、徴収率の向
上により収入未済額の圧縮を図る。 

主な税外債権 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・
保育所保育料・留守家庭児童会室保育料・国民健康保険給付費返還
金・生活保護費返還金・児童手当過払い返還金・児童扶養手当過払い
返還金・各種医療助成給付費返還金・特別障害者手当等返還金・自立
支援給付等返還金・くらしの資金貸付金・母子寡婦福祉資金貸付金など 

・平成 30 年４月からの債権管理及び回収に関する条例施行に伴い、
10 月から弁護士資格を有する職員を雇用するなど、債権回収課による
未収債権の徴収及び滞納整理に係る庁内各部署への支援、助言等を
通じ、各部署において、人材育成や徴収の強化及び条例に沿った適正
な業務執行に取り組んでいる。 

・平成30年度決算値で、税外債権に係る未収金は約26億円（一般
会計及び特別会計）。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・各年度において、債権ごと
に設定する目標徴収率の達
成及び収入未済額(平成
30 年度決算値・約 26 億
円)の圧縮をめざす 
・債権の管理、回収等に係
る知識・事務手続に係る研
修等に取り組む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標 
効果額 229,000千円 201,000千円 120,000千円 69,000千円 

累積効果額 
619,000千円  

取 組 
実 績 

弁護士職員によるリーガル研
修をリモートで実施(令和2
年度２回実施)するなど、徴
収体制の強化を図った。な
お、対象債権トータルでは取
組目標を達成したが、新型
コロナウイルス感染症の影響
により、一部の債権は達成で
きなかった。 

従来から各所管課から債権
回収課に移管し滞納処分
等を行っていた国民健康保
険料・後期高齢者医療保
険料・介護保険料・保育所
保育料以外の強制徴収公
債権についても、債権回収
課への移管予告通知書等
の発送を行うことで、徴収を
促進した。 

令和４年度債権回収課の
人員体制が強化され、国民
健康保険料等の高額滞納
事案や処理困難事案の移
管件数等が大幅に増加し、
積極的な滞納処分を行っ
た。各債権所管課において
は、債権管理・回収に関す
る条例に基づいた適正な事
務処理に努めた。 

 
 

実 績 
効果額 

98,451千円 
― 千円 

134,041千円 
― 千円 

290,778千円 
125,256千円 

千円 
累積効果額 
523,270千円 
125,256千円 

推進 
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※目標効果額、実績効果額（上段）には各年度と次年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収
額の差額を記載している。なお、実績効果額（下段）の数値は不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となる。 

No.15-2 上下水道債権に係る未収金対策等の取り組み 上下水道部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

水道料金・下水道使用料及び下水道事業受益者負担金における債権
のさらなる徴収強化に向け、債権の管理、回収等の知識・技術に係る研修
等に取り組み、徴収率の向上により収入未済額の圧縮を図る。 

 

・平成30年４月からの債権管理及び回収に関する条例施行に伴い、債
権回収課の弁護士資格を有する職員と連携し、未収債権の徴収及び滞
納整理において、人材育成や徴収の強化及び条例に沿った適正な業務
執行に取り組んでいる。 
・平成 30年度決算値で上下水道債権に係る収入未済額は約 12億 3
千万円（令和元年 5月末時点の収入未済額は約 1億 6千万円） 
※水道料金・下水道使用料は３月末には納期未到来及び未請求分が
含まれるため、各年度の目標効果額については、翌年度の 5月末時点で
算出している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・各年度において、債権ごと
に設定する目標徴収率の達
成及び収入未済額の圧縮
をめざす 
・債権の管理、回収等の知
識・技術に係る研修等に取
り組む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標 
効果額 9,500千円  7,300千円 5,400千円 4,100千円 

累積効果額 
26,300千円 

取 組 
実 績 

・支払い不誠実な滞納者に
弁護士名の催告書を送付
し、法的措置を予告のうえ、
滞納処分（預貯金差押
え）を行った。 
・リーガル研修受講や差押え
等に関する職場研修により
人材育成に取り組んだ。 

弁護士名の催告書を送付
するとともに、各種調査を行
い、未収債権の徴収及び滞
納整理業務に取り組んだ。 

弁護士名の催告書の送付
や各種調査を行い、未収債
権の徴収や滞納整理業務
に取り組んだ。マッセおおさか
で開催された自治体債権滞
納整理研修に職員が参加。
受講後、参加職員が講師と
なり課内研修を行った。 

  

実 績 
効果額 17,024千円 

― 千円 
12,483千円 

― 千円 
15,538千円 

― 千円 
千円 

累積効果額 
45,045千円 

― 千円 

推進 
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No.16-1 市有財産の有効活用 
施設等所管部 

総務部 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
ネーミングライツなどについては対象施設の拡大やＰＲ活動の実施とあわせ

て、イベントや講演会などのソフト事業への対象拡大や提案型ネーミングライツ
制度等の新たなスキームの検討を行う。また、未利用財産の売却や貸付につ
いては、改めて未利用財産の洗い出しを行い、売却や貸付の促進を図る。 

市有財産の有効活用の内容として、ネーミングライツなどの推進、未利
用財産の売却や貸付が挙げられる。 
ネーミングライツなどの推進については、一定の成果が上がっているものの

対象施設が限定されている。未利用財産の売却や貸付については、平成
22年度に売却などの可能性について検討・整理を行い、その取り組みを進
めてきたが、検討・整理から期間が経過し、状況が変化している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・歩道橋や駅前広場花壇な
ど、新たに 6 か所でネーミング
ライツを実施 

 

・普通財産の売却・貸付 

 

 

 

生涯学習市民センター・市
民会館・総合文化芸術セン
ターのネーミングライツ・屋外
広告物の実施 

  
 

目 標 
効果額 54,137千円 148,217千円 37,867千円 36,600千円 

累積効果額 
276,821千円 

取 組 

実 績 

市駅歩道橋や市駅前花壇
など６カ所でネーミングライツ
を実施した。また、未利用地
や法定外公共物（里道）
の売却を行うとともに、元仮
称北山社会教育施設用地
で一般定期借地権設定によ
る50年間の有償貸付を開
始した。 

令和３年度は、総合文化
芸術センター本館大・小ホー
ルなど５施設で新たにネーミ
ングライツを開始し、現在、
12施設でパートナー契約を
締結している。また、未利用
地の売却について、元(仮
称)自然環境保全活用事業
用地のほか、元都市計画道
路用地（田口山３丁目）
を売却した。 

ネーミングライツについては、
総合スポーツセンター陸上競
技場など７施設で新たに開
始するとともに、本市主催の
イベントや講座などのソフト事
業を対象に行った。また、未
利用財産の売却について
は、元明倫幼稚園跡地や元
自治会館用地などを売却し
た。 

  

実 績 
効果額 

57,835千円 215,622千円 443,683千円 千円 
累積効果額 
717,140千円 

 

引き続き、ネーミングライツのＰＲ活動及び対象施設の拡大 

引き続き、未利用財産の方向性の検討及び方向性に基づく売却等 

ソフト事業への対象拡大、提案型ネーミングライツ 
制度等の検討・実施 
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No.16-2 自治会館未建設用地の有効活用等 市長公室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
市内に７か所ある自治会館未建設用地（※）について、「市有財産等の

有効活用に関する基本方針」に基づき、地域による活用の意向なども踏まえ、
有効活用・売却が可能な用地を選定するとともに、活用策について検討を行
う。また、有効活用・売却に伴い、除草作業等の委託を縮小する。 
（※） 住宅開発に伴い、開発業者から自治会館建設用地として、市が土
地の寄附を受けたが、自治会による会館建設に至っていない用地のこと。 

自治会館未建設用地の維持・管理を行うため、業務委託等により、除
草作業を行っている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

地域による活用の意向などを
踏まえ、有効活用が可能な
用地の選定、方策の検討 

地域の意向確認後、可能な

ものから順次売却   
 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円  ― 千円 48千円 

累積効果額 
48千円 

取 組 

実 績 

市内にある自治会館未建設
用地の取り扱いについて検討
した結果、現在有効活用が
されておらず、除草作業及び
樹木剪定の管理費用が発
生している５ヵ所の用地の
内、３ヵ所について土地の条
件等で有効活用が見込める
ことから、当該用地に関係す
る自治会に、自治会館の建
設予定が今後もないことが確
認でき次第、売却手続きを
進めていく方向である。 

市で有効活用が可能と判断
した３か所の自治会館未建
設用地について、当該用地
に関係する自治会に、自治
会館の建設意向がない場合
は当該用地を売却する方針
である旨説明し、自治会館
の建設意向等を返答いただく
よう依頼した。しかし、新型コ
ロナウイルス感染症の影響に
より自治会内の会合の実施
を見送っている等の理由で意
向が確認できない自治会も
あり、令和３年度の売却は
困難であるため、令和４年
度以降の取組目標・目標効
果額を変更した。 

自治会より自治会館の建設

意向がないとの確認を得た１

か所の用地について、売却に

向け手続きを進めた結果、

売却先が決定した。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 
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No.16-3 下水道マンホール蓋の有料広告 上下水道部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

上下水道局が所有する下水道マンホールに、広告付きマンホール蓋を新た
に導入し、下水道事業のPRと広告収入による新たな財源の確保を図る。 
まずは、人通りの多い枚方市駅周辺から導入をはじめ、ニーズに応じて順次

拡大を図る。 

これまでマンホールに広告を付ける発想はなく、全国では所沢市が先進
的に取り組んでいるが、西日本では初めての取り組みである。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

６か所に導入 新たな設置場所を検討のう

え、3 か所増設予定 

（令和２・３年度設置合計

８か所） 

新たな設置場所を検討のう
え、８か所増設予定 
（令和２～４年度設置合
計 13 か所） 

応募のなかった未設置場所
がある場合は引き続き募集 
（令和２～５年度設置合
計 13 か所） 

 
【内訳】 
枚方Ｔ-SITE前（3か所） 
K2 ビル前（１か所） 
枚方市駅北口（１か所） 
枚方公園駅前（1 か所） 

目 標 
効果額 336千円 480千円 723千円 723千円 

累積効果額 
2,076千円 

取 組 

実 績 

６か所のうち１か所について
は応募がなかったため、５か
所にマンホール広告を設置
し、広告料として393千円の
広告料収入を得た。また、令
和３年度からの新規広告事
業主の募集として、前回応
募のなかった枚方市駅北口
1 か所と新たに枚方市駅前
の歩道にある２か所を加え、
12 月１日から新規広告主
を募集する記事を市及び局
のホームページに掲載した。 

令和４年度からの設置に係
る募集について、令和３年
度からの設置に係る募集で
応募のなかった３か所のうち
２か所と、新たに６か所の設
置場所を加え、ホームページ
への掲載及び SNS発信によ
り、広告主を募集した。 

令和３年度から募集してい
る８か所について、ホームペー
ジ掲載や SNS 発信により広
告主を募集したが、新規の
応募者はなかった。 

 
※R2・3・4 年度からの設

置に係る募集で応募がな

かった箇所について R3・

4・5 年度に改めて目標

効果額を掲載しており、

累積効果額には、R2 年

度の目標効果額のうち 1

件分、R3 年度の目標効

果額のうち 2件分の効果

額は含まれていない。 

実 績 

効果額 
393千円 294千円 294千円 千円 

累積効果額 

981千円 
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No.16-4 検針票の有料広告 上下水道部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

水道メーター検針時に発行する検針票（ご使用水量等のお知らせ）に有
料広告を掲載し、水道・下水道事業のPRと自主財源の確保を図る。 
広告価値を高めるため、検針票の裏面に加え、表面にも新たに広告スペー

スを設け有料広告を掲載する。 

検針票（ご使用水量等のお知らせ）は、約17万3,000戸に対して通
常２か月に１回投函している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

年 2 回（前期・後期）に分
けて、広告代理店と契約。
（広告代理店が広告主を
公募する。） 
※R２においては、後期分か
ら実施 

仕様書等を見直しのうえ、広

告代理店と契約。(広告代

理店が広告主を公募する。) 

※R３においては、後期分か

ら実施 

仕様書等を見直しのうえ、広

告代理店と契約。(広告代

理店が広告主を公募する。) 

※R４においては、後期分か
ら実施 

  

目 標 

効果額 611千円 611千円 611千円 ― 千円 
累積効果額 

1,833千円 

取 組 

実 績 

広告代理店契約について、
２回の発注が不調であったた
め、仕様書の見直しを行い、
掲載期間を１年間に延長す
るとともに、広告内容について
も１度の変更を可能にする
など、要件を拡大したが、コロ
ナ禍の影響で入札参加者が
少なかったこともあり、不調と
なった。今後、契約期間を複
数年に変更及び広告掲載
内容の変更可能回数の見
直しについて検討する。 

掲載する広告の変更可能回
数を増やすことを検討した
が、変更の都度、検針票の
印刷発注を行うことになり、コ
ストの増加が見込まれたた
め、令和２年度と同様の要
件で、２回の発注を行ったが
不調であった。令和３年度
中に広告代理店にとって魅
力がある有料広告についての
調査や仮見積もり等を行い、
令和４年度より仕様の変更
や金額設定の反映ができる
ように取り組む。 

今年度も引き続き、発注を
行ったが、昨年度と同様に入
札参加者がおらず不調であっ
た。これまでの業者への聞き
取り結果から検針票の有料
広告が広告代理店にとって
魅力的でないと認められたこ
とから、令和５年度からは発
注をしないこととする。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 
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No.16-5 統合による学校園跡地の活用 
総合教育部 
総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

「枚方市学校規模等適正化基本方針」に基づき、高陵小学校と中宮北
小学校の学校統合に向けて保護者や地域コミュニティに理解と協力を得なが
ら「実施プラン」を作成できるよう取り組む。また、跡地の活用は、公的施設の
設置を目標に取り組む。 

「枚方市学校規模等適正化基本方針」に基づき、高陵小学校と中宮
北小学校の学校統合に向けて理解と協力を得るため保護者や地域コミュ
ニティと協議等を行った。また、跡地の活用に向けて庁内で検討を行った。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

    
 

 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

公共施設マネジメントの観点

を踏まえ、庁内委員会の下
部組織に跡地活用を検討す

る会議体を新設し、関係部
署間での調整・検討を進め
た。 

高陵小学校と中宮北小学

校の学校統合に向け、校区
コミュニティ協議会、PTA、学

校、教育委員会からの委員
で構成する「新しい学校づくり
協議会」を設置し、学校統
合における課題を協議した。
また、学校統合後の現中宮
北小学校の跡地の活用につ

いて、庁内委員会の下部組
織として設置した「高陵・中
宮北小学校統合会議」を開
催し、周辺施設の集約化等
について協議を行った。 

４月に高陵小学校と中宮北

小学校が統合し、旧中宮北
小学校敷地に禁野小学校

が開校した。また、禁野小学
校の新校舎は令和８年度
中に旧高陵小学校敷地にて
完成する予定であることから、
令和９年度以降の旧中宮
北小学校跡地活用に向け、

庁内での活用について意向
希望調査を行うとともに、その
結果も踏まえ、跡地活用に
向け関係部署と協議・検討
を行った。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

跡地活用に向けて地域及び庁内で検討 
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No.16-6 学校園用地及び学校園関連用地の活用 
都市整備部 
総合教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

田口山小学校通学路用地、山田小学校関連用地、招提中学校関連用

地について、庁内の利用希望の確認を行ったうえで有効活用の検討を行い、

処分の方向性が定まれば、売却手続きを進める。他の学校園関連用地につ

いても、活用について検討を進める。 

田口山小学校通学路用地、山田小学校関連用地について庁内の利

用希望の確認を行った。招提中学校関連用地については、今後、庁内利

用希望の確認を進める予定としている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

    
 

 

目 標 

効果額 
― 千円 23,600千円 18,542千円 25,262千円 

累積効果額※ 

25,262千円 

取 組 

実 績 

招提中学校関連用地につい

て庁内の利用希望の確認を

行った結果、利用希望はな
かった。今後、田口山小学
校通学路用地、山田小学
校関連用地、招提中学校
関連用地について、処分の
方向性を定め、売却手続き
を進める。 

山田小学校関連用地及び

招提中学校関連用地の有

効活用に向け、筆界などの
手続きや調整を行うとともに、
「市有資産民間提案制度」
による提案募集を実施した。
令和３年度に一部の土地
売却を見込んでいたが、所要
の条件整理が必要であること

から、売却に至らなかった。今
後、提案募集の状況等を見
据えながら、条件が整ったも
のから売却に向けた手続きを
進めていく。 

田口山小学校通学路用地

については、有効活用を検討

するための用地調査業務を
発注した。 
山田小学校関連用地につい
ては、有効活用を図るための
条件整理について関係部署
と協議を行った。令和 5年度
は売却を進めるための整備を

行う。 

 
※R3、4年度は売却
に至らなかったため、改
めてR5年度の目標効
果額を設定した。その
ため累積効果額は、
R5年度の目標効果額
としている。なお、R5年
度の目標効果額に、
山田小学校関連用地
の効果額は含まれてい
ない。 

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

有効活用の検討、売却 
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No.16-7 学校の空き教室の有効活用 
都市整備部 
総合教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

空き教室のある学校について、児童・生徒数の将来見通しを行ったうえで、

恒常的に教育活動に使用しないと判断した教室については、有効活用を実施

する。なお、空き教室の民間活用については、引き続き、他市事例を参考に研

究、検討を行う。 

招提小学校の空き教室を保育所（令和4年度開所予定）として整備

することについて、子ども青少年部（現子ども未来部）と協議を行ったが、

保育所として整備することについては、関係法令手続等に時間を要するこ

となどの課題があったことから引き続き、招提小学校をはじめ、空き教室の

活用が可能な学校について検討を行う。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

    
 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

招提小学校の空き教室を用

途変更して有効活用すること

に向けて、敷地の調査・測量

業務を実施し、道路・水路お

よび民地との敷地境界の確定

を進めた。 

教室については、2025年度ま

でに段階的に35人学級として

いくことや、支援学級の増加、

少人数授業・外国語授業の

充実など、多様な教育活動に

使用されている状況にあり、招

提小学校も含め、現時点では

「恒常的に教育活動に使用し

ない」と判断できる空き教室は

ない。学校の空き教室の民間

活用については事例研究を進

めた。 

教室の使用状況については、
例年実施している公立学校
施設の実態調査により確認し
ているが、文部科学省の指針
等により、少人数学級編制の
拡充や支援学級の増加、少
人数授業・外国語授業の充
実など、多様な教育活動で使
用されており、明確に恒久的
な空き教室と位置付けられる
教室はなかった。また、将来的
に空き教室が生じた際に、民
間活用等を円滑に実施するた
め、公立学校施設整備費補
助金等に係る財産処分の要
件整理を行った。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

有効活用する学校・教室の選定、実施 
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No. 16-8 ふるさと納税制度による積極的な民間資金活用 
総合政策部 

市長公室 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和４年３月時点） 

総合戦略に基づく新たな地域再生計画を策定し、企業版ふるさと納税に
よる寄付を広く募ることで、各種事業への民間資金の活用を図る。寄付の
募集にあたっては、寄付意向のある事業者とのマッチングに係る委託業務を
検討する。 

個人からのふるさと納税による寄付金を地域企業のプロジェクト等の支援
に活用する新たな制度を検討・構築し、返礼品開発や市の魅力向上を図
ることで、寄付の活発化や地域産業の活性化につなげる。 

地域再生計画に基づく事業として、平成28年度～令和元年度に総合
文化芸術センター整備に企業版ふるさと納税による寄付を募集し活用。 
個人からの寄付については、「さとふる」「ふるさとチョイス」を活用し、令和２

年度は150,041,046円の寄付を受けた。 

個人からのふるさと納税の使途を個別の民間プロジェクト支援として、寄付
を募集する制度は他市で実施事例がある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

   
 

 

目 標 

効果額 
千円 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

 
 

 地域再生計画「枚方市まち・ひと・しごと
創生推進計画」を策定した。また、総合
戦略(第２期)を推進するため、「枚方
市まち・ひと・しごと創生基金」を設置し
た。企業版ふるさと納税の獲得の取組と
して、冊子や動画等のPRツールを作成
するとともに、PR支援業務等を行う事業
者３社との業務委託契約を締結した。
個人からのふるさと納税による寄附金の
新たな活用の仕組みについて、先行事
例の勉強会を実施するなど、導入に向
けて調査及び検討を進めている。 

  

実 績 

効果額 
千円 千円 46,000千円 千円 

累積効果額 

46,000千円 

・地域再生計画の策定と同計画に基づく寄付の受入 
・ふるさと納税による地域企業支援制度の検討・構築・運用 
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No.17 くずはアートギャラリー事業の見直し 観光にぎわい部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

くずはアートギャラリーについては、近年、利用率が低下していることや、令和

２年度末で枚方市文化国際財団の解散が予定されていること、また、総合

文化芸術センターに美術ギャラリーが令和 3年度に新設されることで、さらなる

利用率の低下及び市補助金の増額が想定されるため、アートギャラリー事業

を終了する。 

くずはアートギャラリー事業については、３者（市・文化国際財団・京

阪）による基本協定及び覚書をそれぞれ締結（期間は平成 26 年 3 月

～令和 6年 3月末日）し、運営している。なお、文化国際財団は令和 3

年 3月 31日に解散予定のため、令和 3年 3月 31日をもって基本協定

及び覚書の解除を行い、くずはアートギャラリー事業を終了する。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

文化国際財団の解散に伴う

基本協定及び覚書見直し 

くずはアートギャラリー事業の

終了   
 

目 標 

効果額 
― 千円 18,676千円 19,249千円 19,249千円 

累積効果額 

57,174千円 

取 組 

実 績 

くずはアートギャラリーの空室

の利用促進を行うとともに、

事業終了の説明や３者で締

結している基本協定・覚書の

解除に向けた調整及び、令

和 3年 9月に開館する総合

文化芸術センターの美術ギャ

ラリー利用促進に向けてＰＲ

を行った。 

くずはアートギャラリーは、令

和 3 年 3 月 31 日をもって

基本協定及び覚書の解除を

行い、事業を終了した。 

くずはアートギャラリーについて

は令和 3年 3月末に終了し

ている。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 19,249千円 19,249千円 千円 

累積効果額 

38,498千円 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針２ 行政サービス・行政資源を最適化する～事務事業等の見直し・検証とストック活用～ 

- 31 - 

 

No.18 枚方文化観光協会への支援のあり方の見直し 観光にぎわい部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

枚方文化観光協会は、文化観光施設の運営や活用等に係る施策を効

率的・効果的に実施し、市だけでは円滑に対応しきれない関係機関や事業

者等との調整・連携の役割などを期待している。本市では、今後、観光振興

をより促進するために、団体への支援のあり方を見直し、団体運営補助を廃

止する。 

「外郭団体等経営状況等点検・評価報告書」を受けて、平成 29年度

に策定した「外郭団体等の経営状況等の点検・評価結果に係る対応方

針」に基づき、団体運営補助金の廃止と自立運営に向け、業務の必要

性・有効性の検証なども含め、枚方文化観光協会のめざすべきあり方につ

いて団体と協議・検討を重ねている。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

団体への支援のあり方の検

討 

 
 

・会費負担金を含めた団体

支援のあり方について協議 

・団体運営補助金の廃止 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

枚方文化観光協会の自立

運営も含めて支援のあり方を

検討してきたが、人員体制

等課題が多い状況であるた

め、令和2年度末予定として

いた支援のあり方見直し、団

体運営補助の廃止を令和 4

年度末とすることにした。団

体に対しその旨通知するとと

もに、自立運営に向けた経

営計画の策定と観光促進計

画の策定を求めた。 

令和4年度末をもって枚方

文化観光協会への支援のあ

り方を見直し、団体運営補

助金を廃止することについ

て、団体との協議に向けた調

整を行った。 

枚方文化観光協会の今後
の役割については、枚方の歴
史・文化等の地域資源を継
承・活用していくものとして整
理した上で、協会への支援に
ついては、令和４年度末で
団体運営補助を廃止し、令
和５年度以降は、事業委
託及び事業費補助を行うこ
ととした。また、協会への再任
用職員の推薦についても、令
和4年度末をもってとりやめる
ことで合意した。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 
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No.19 福祉バス事業の見直し 健康福祉部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

障害者等の社会参加支援のため、リフト付バス運行委託（令和２年度
更新）を行い、大会参加や自主活動に活用している。多様な福祉活動を行
う団体やグループがある中、一部の福祉団体への利用に限られ、その団体の
中でも利用頻度に偏りがあるなどの課題があることから、令和２年度以降、補
助制度等の代替策を含め、福祉バス事業の見直しを検討する。 

福祉バスは、障害福祉団体を優先し、福祉関連団体及び老人クラブ
等へ無料貸出ししている。 
総合福祉センター開設当初は送迎バス3台を運行していたが、障害者

団体等の要望により、平成4年度に、送迎利用のない日(4日/週)は1台
を福祉バスとして転用することとした。現在、送迎専用バス１台、福祉バス
１台で運行している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 
福祉バス事業の見直し検討 福祉バス事業の見直し 

引き続き、福祉バス事業の見
直し検討 福祉バス事業の見直し 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、令和２年度
は事業を中止しているが、これ
までの実施状況等を踏まえな
がら検討を行った結果、令和
３年度から契約方法などの見
直しを行うこととした。 

新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により中止していた
事業を、令和３年12月に再
開し、利用頻度の偏りへの対
応として、１団体１回のみの
利用とした。その後、令和４
年１月に再度事業を中止し
たため、実際の利用はなかっ
た。令和４年度においては、
老朽化が進む車両の安全性
を確認の上、令和３年度の
運用を継続しながら、補助制
度等の代替策について検討を
進める。 

新型コロナウイルス感染拡大
の影響により、令和４年度も
一時事業を中止していたが、
11月より利用再開している。 
令和４年度末で現在の福祉
バス車両が利用できなくなるた
め、令和５年度から２年間は
車いす１台の固定乗車が可
能である車両で運行を行う。
ただし、高速道路を走行でき
ない車両となるため、一般道
のみの走行で往復 150 ㎞以
内に運用を変更する。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 
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No.20 住宅改造補助事業の執行方法の見直し 健康福祉部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

住宅改造補助事業の事務手順を効率化し、事業の執行方法の見直し

を行う。 

住宅改造補助事業については、この間、改造対象家屋の現地調査等、

事業の一部を社会福祉協議会に委託して実施しており、年間20～30件

の実績がある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

調査事務委託の見直し及び

人員体制に係る協議 

委託の廃止・直営による運

用 

  
 

 

目 標 

効果額 
― 千円 4,249千円 4,410千円 4,221千円 

累積効果額 

12,880千円 

取 組 

実 績 

人員体制に係る協議を行っ

たうえで、令和３年度から調

査事務委託を廃止し、直営

による運用に見直すこととし

た。 

社会福祉協議会に委託して

いた事業の一部について執

行方法の見直しを行い、調

査事務委託を廃止・直営に

よる運用とし、会計年度職

員を雇用し業務を行った。 

令和３年度に引き続き、訪

問調査を担当する会計年度

任用職員を配置し、直営に

よる運営を行った。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 4,221千円 4,223千円 千円 

累積効果額 

8,444千円 
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No.21 精神保健推進事業補助金の見直し 健康福祉部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

社会福祉協議会の行う「心に病を持つ人とその家族に対する支援事業」に

ついては、当該事業内の個別事業と市の事業との類似が見られるなど、整理

の必要があることから、個別事業ごとに、存続・廃止・類似事業への統合な

ど、見直しを図るよう要請するとともに、市として補助の必要性を検討する。 

精神保健推進事業補助金は、精神保健に係る市民の理解と精神障

害者福祉の向上を図るため、社会福祉協議会の行う「心に病を持つ人と

その家族に対する支援事業」に対し、交付する補助金である。現在、関係

課等において、「心に病を持つ人とその家族に対する支援事業」内の各事

業（①枚方市精神保健福祉推進協議会への補助金②ふれあい交流事

業③ゼミナール・講演会④セルフヘルプグループの活動支援⑤こころの電話

相談⑥心の健康相談⑦広報・啓発）について、補助の必要性を協議中

である。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・社会福祉協議会において
事業ごとに存廃等を協議・検
討 
・市において事業ごとに補助
の必要性を検討 
・上記の検討が完了した事
業から見直しを実施 

 
  

 

目 標 

効果額 
― 千円 4,973千円 8,451千円 8,492千円 

累積効果額 

21,916千円 

取 組 

実 績 

社会福祉協議会の行う「心

に病を持つ人とその家族に対

する支援事業」の一部を市の

類似事業に統合するなど、

見直しを行った。 

社会福祉協議会の行う「心

に病を持つ人とその家族に対

する支援事業」について、見

直し後の内容により運用し

た。 

引き続き、社会福祉協議会
の行う「心に病を持つ人とその
家族に対する支援事業」につ
いて、見直し後の内容により
運用した。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 8,492千円 8,545千円 千円 
累積効果額 

17,037千円 

見直し後の内容による運用 
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No.22 ごみ焼却量の削減 環境部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
ごみとして排出されている手付かず食品等の発生抑制や、一般ごみに含ま

れているリサイクル可能な紙類等の分別排出など、ごみ減量化に向けた啓発
活動を継続実施し、ごみ処理基本計画に定める減量目標の達成をめざす。 
 また、家庭系ごみ処理手数料については、リサイクル等の推進や適正な費
用負担、他市の状況等を踏まえて検討する。 

持ち込みごみ・臨時ごみに含まれる布団のリサイクル及び古紙（新聞
紙、段ボール、雑誌・雑がみ等）の行政分別回収を実施した。また、ごみ
分別アプリの配信を開始した。 
手付かず食品等の発生抑制のため、食品ロス削減事業である「食べの

こサンデー運動」を環境学習、出前講座、街頭キャンペーン、減量フェアな
どにおいて周知啓発を行い、ごみの焼却量削減を図った。家庭系ごみ処理
手数料の適正化については、事例調査等を行っている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

  
  

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

 ― 千円 

取 組 

実 績 

新型コロナウイルス感染症拡
大により環境学習等を実施で
きなかったが、これまでの様々
な取り組みによりごみ減量意
識が浸透しているため、ごみ焼
却量は引き続き減少傾向に
ある。引き続きアプリ配信、転
入者へのマニュアルの配布、ポ
スティング啓発等を実施した効
果により、古紙の分別回収量
は増加している。 

新型コロナウイルス感染症の
拡大により、街頭キャンペー
ン、ごみ減量フェアを止むなく
中止したものの、ごみ減量等
の環境学習、出前授業での
啓発の他、市内20ヶ所に設
置している使用済小型家電
回収Boxに「食べのこサンデ
ー」運動啓発のポスターを掲
示し、食品ロス削減を広く周
知した。また、引き続きアプリ
配信や転入者への資料配布
等により古紙等分別回収への
周知を行うなど、焼却ごみ削
減に取り組んだ。 

リユース施策の拡充として、中
身入りスプレー缶等の出張回
収時に市民提供コーナーを設
置した。「食べのこサンデー」運
動については、コロナ禍を踏ま
え、新たにQRコード入りチラシ
及び啓発グッズを各支所、庁
内イベント等で配架した。ま
た、公民連携によるフードドラ
イブ事業を10月より試行実施
している。古紙分別回収につ
いては、学校給食牛乳パック
を追加した他、アプリ配信や転
入者への説明資料の配布等
により周知を行った。家庭系ご
み処理手数料の適正化につ
いては、他市の事例調査等を
行った。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

ごみ焼却量の削減に向けた取り組み、適正な家庭系ごみ処理手数料の検討 
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No.23 灰溶融炉の停止（廃止） 環境部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

東部清掃工場の灰溶融炉を令和４年度末までに停止（廃止）し、環

境への負荷を低減するとともに長期財政負担の軽減を図る。 

平成29年３月策定の｢東部清掃工場焼却施設長寿命化総合計画｣

において、検討課題であった灰溶融炉の継続使用について、地球温暖化

対策に伴う二酸化炭素排出量の低減や長期財政負担の軽減を図るた

め、灰溶融炉の停止(廃止)に向けた設備の改造やその実施時期について

検討を行い、現在、その内容について、専門家による総合的な精査検証を

実施しているところである。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

「枚方・寝屋川・四條畷・交

野・京田辺地域循環型社会

形成推進地域計画」等の変

更 

 

 

 

 

 

 

 

灰溶融炉停止（廃止） 

 
 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 252,000千円 

累積効果額 

252,000千円 

取 組 

実 績 

「枚方・寝屋川・四條畷・交

野・京田辺地域循環型社会

形成推進地域計画」の変更

手続きに係る大阪府協議等

を実施した。 

令和4年度末の灰溶融炉の

停止に向け、「東部清掃工

場焼却施設長寿命化総合

計画」に基づき、基幹的設

備改良事業に着手した。 

灰溶融炉を停止し、関連す

る手続きも完了した。   

実 績 

効果額 ― 千円 ― 千円 147,000千円 千円 
累積効果額 

147,000千円 

灰溶融炉停止（廃止）工事 
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No.24 事業系ごみ処理手数料の適正化 環境部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による排出者責任の考え方に基づ
き、ごみ処理原価と一致したものとなるよう、事業系ごみ処理手数料を見直
し、適正化に向けた取り組みを進める。 

平成25年（2013年）10月に事業系ごみ処理手数料を60円
/10kgから90円/10kgに改定した。（ただし、経過措置として平成27年
（2015年）12月までは75円/10kg） 
なお、可燃ごみを共同処理する予定の京田辺市の事業系ごみ処理手

数料は150円/10kgとなっている。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

   

 

枚方市一般廃棄物の減量

及び適正処理の促進等に関

する条例の改正 

 

 

経過措置として段階的に手

数料を適正化 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 28,663千円 

累積効果額 

28,663千円 

取 組 

実 績 

府内市町村の事業系ごみ処
理手数料の状況を調査・整
理し、近隣市との情報共有
の実施に向けて準備を進め
た。 

事業系ごみ処理手数料の改
定に向けて、近隣市と情報
共有を図るとともに、一般廃
棄物（ごみ）処理基本計
画において、ごみ処理原価に

一致したものとなるように手
数料の見直しを検討すること

としていることから、ごみ処理
原価の算定手法を調査・研
究するなど検討を進めた。 

事業系ごみ処理手数料の見
直しについて、廃棄物減量
等推進審議会において審
議・意見具申をいただき、12
月に枚方市一般廃棄物の
減量及び適正処理の促進
等に関する条例の一部改正
を行った。（経過措置として
令和5年12月から令和7年
11 月 ま で は 120 円 ／
10kg、令和7年12月からは
150円／10kg） 

  

実 績 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 

手数料の適正化に向けた検討 
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No.25 下水道事業会計の基準外繰入金等の削減 経営戦略室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

経営によって得られる収入で賄う独立採算を原則とした企業経営に向け

て、事務事業の見直し等により繰入金を抑制し、令和４年度には基準外繰

入金の受け入れをゼロ（市の施策分を除く）とする。 

現行の「上下水道ビジョン」や、「事務事業・補助金見直し計画」により、

順次、基準外繰入金の抑制を行っている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 

 

 

 

 

 
  

 

目 標 

効果額 

 

41,493千円 
(23,875千円) 

 

294,786千円 
(99,033千円) 

 

340,687千円 
(17,856千円) 

 

340,687千円 
(17,856千円) 

累積効果額 

1,017,653千円 

(158,620千円) 

取 組 

実 績 

令和２年度当初予算におい

て「基準外繰入金のさらなる

削減」及び「事務事業の見

直し等の削減」分として、

41,493 千円（23,875 千

円）を削減し、繰入金総額

3,906,906 千円（前年度

当初予算比：▲128,336

千円）を計上した。 

令和３年度当初予算におい

て、「基準外繰入金のさらな

る削減」及び「事務事業の見

直し等の削減」分として、

294,786千円(99,033千

円)を削減し、繰入金総額

3,630,071千円（前年度

当初予算比：▲276,835

千円）を計上した。 

令和4年度当初予算におい

て、「基準外繰入金のさらな

る削減」及び「事務事業の見

直し等の削減」分として、

340,687千円(17,856千

円)を削減し、繰入金総額 

3,498,257千円(前年度当

初予算比：▲131,814千

円、緊自債分を除く)を計上

した。 

  

実 績 

効果額 

 
41,493千円 

(23,875千円) 
294,786千円 
(99,033千円) 

340,687千円 
(17,856千円) 

千円 

累積効果額 
676,966千円 

(140,764千円) 

事務事業の見直し等 

収支計画に基づく削減 

基準外繰入金のさらなる削減 

※目標効果額・実績効果額の（ ）内の数値は、本プランに先立って策定した「下水道事業経営戦略」の収支計画に基づく削減額から、さらに削減を行う額 
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No.26 水道事業会計の経営健全化 
経営戦略室 
上下水道部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
平成31年３月に策定した水道事業経営戦略に掲げる「経営の重点

方針」に基づき、企業債発行の適正化など、世代間負担の公平性を確保
するとともに、総括原価に基づく料金算定や事務事業の見直しを行うな
ど、持続を基本とした継続的な経営改善を行う。 
なお、令和２年度においては、水道事業の根幹となる水道料金制度の

見直しを行う。 

水道料金制度のあり方については、平成28年度に上下水道事業経営審
議会へ諮問し、平成29年度に答申を得たことを受け、平成30年度において
は、答申の概要や現行の水道料金制度のしくみなどについて広く周知した。水
道料金制度の見直しについては、「適正な原価に基づく制度であること」「水需
要減少の現状に応じた制度であること」「費用負担等の公平性の確保が図ら
れた制度であること」の３つの観点から検討し、令和元年度に口径別料金の
導入、基本水量の廃止、逓増度の緩和を行う新たな料金制度を構築した。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

水道料金制度の見直し等 

 

 
  

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

新水道料金制度の施行日
を、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響を考慮し、令
和２年10月1日から令和３
年４月1日に延期した。新
制度の内容について、令和
３年1月から2月にかけ、案
内リーフレットを全戸配付し、
広報ひらかた等で周知した。
また、大口径のお客さまへ12
月に個別にお知らせを送付し
た。大口需要者への割引に
ついては、新たな水道料金
等制度と合わせた導入に向
け、約20事業者への個別ヒ
アリングやシミュレーションによ
り検証し、制度を構築した。 

・世代間負担の公平性確保
のため、当初予算において新
規事業における企業債の借
り入れ割合を引き上げた。 
・将来世代の市民負担の軽
減を図るため、中宮浄水場
更新事業の財源として、一
般会計出資金の受け入れを
行うこととした。 
・令和３年４月１日からの
水道料金制度の見直しに併
せて導入した大口需要者へ
の割引について、対象件数
71件のうち52件に適用し、
申請のない企業等に対して、
通知文、電話での営業活動
及び訪問活動を行った。 

・世代間負担の公平性を確
保するため、当初予算におい
て新規事業における企業債
の借り入れ割合の引き上げを
行った。今後、事業の完了に
あわせ、新たな借り入れ割合
による、企業債の発行を行っ
ていく。 
・将来世代の市民負担の軽
減を図るため、中宮浄水場
更新事業の財源として、一
般会計出資金の受け入れを
行うこととした。今後、事業の
進捗に合わせ、出資金を受
け入れるとともに、出資に対
する利益配当を行っていく。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

経営戦略に基づく取り組み 
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No.27 受水費の削減 上下水道部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

中宮浄水場や配水場等の施設能力を活用するとともに、効率的な水運

用を行うことで、大阪広域水道企業団（旧府営水道）からの受水費の削

減を図る。 

水需要に応じ、中宮浄水場からの配水量と大阪広域水道企業団から

の受水量を毎年度、検討・調整することで、計画的かつ安定的な水運用

に取り組んでいる。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

     

目 標 

効果額 
70,342千円 103,921千円 103,914千円 103,914千円 

累積効果額 

382,091千円 

取 組 

実 績 

水需要に応じ、中宮浄水場

からの配水量と大阪広域水

道企業団からの受水量を検

討・調整することで、計画的

な受水量の削減に取り組ん

だ。 

水需要に応じ、中宮浄水場

からの配水量と大阪広域水

道企業団からの受水量を検

討・調整することで、計画的

な受水量の削減に取り組ん

だ。 

水需要に応じ、中宮浄水場

からの配水量と大阪広域水

道企業団からの受水量を検

討・調整することで、計画的

な受水量の削減に取り組ん

だ。 

  

実 績 

効果額 
78,380千円 110,876千円 121,675千円 千円 

累積効果額 

310,931千円 

 

受水量の削減 
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No.28 病院事業会計の経営健全化 市立病院 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

救急外来の受入れ推進や地域医療機関との連携強化とともに、病院経
営コンサルタントの助言も参考とした改善の取り組み等によって、医業収益を
向上させるとともに、契約の工夫などによる医業費用の抑制のほか滞納事案
の発生抑制などにも努め、令和２年度の経常収支で純利益を生み出せるよ

う、また、その後においても安定した健全経営となるよう取り組んでいく。 

救急外来の受入れ推進や地域医療機関からの紹介患者の増加に向
けた取り組みのほか、消化器センターの設置など体制強化も図った。また、
病院経営コンサルタントを導入し、医療現場の目標を定めた業務のあり方
の改善などにも取り組むとともに、委託の複数年契約や機器の一括購入な

どにより医業費用の抑制を図り、収支の改善に取り組んだ。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 

 

地域病院への訪問強化 

 
 

 
  

 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

新型コロナウイルス感染症によ
り患者数が大幅に落ち込むな
ど経営的に厳しい状況が続い
ているが、早期にコロナ前の水
準に回復できるよう、経営コン
サルタントの助言を受けつつ取
り組んだ。地域連携の強化に
ついては、令和３年３月に地
域医療支援病院の承認を大
阪府から得た。 

通常診療と新型コロナウイルス
感染症患者への対応の両立
を基本として取り組んだ。引き
続き地域の医療機関との連
携強化に努め、70％を超える
紹介率と90％に迫る逆紹介
率を維持し、救急外来の受
入も90％に迫る応需率を維
持してきた。また、契約方法の
工夫等による医業費用抑制
に引き続き取り組んでいるが、
コロナ禍の影響は大きく、医業
収支は令和元年度を境に悪
化している。 

通常診療と新型コロナウイルス
感染症患者への対応の両立
を基本として取り組む中、コロ
ナ関連の補助金もあり、経常
収支では純利益を計上した。
医業収支では赤字となってい
るが、引き続き地域の医療機
関との連携強化に努め、登録
医の件数は327件となった。
救急外来の受入も85％を上
回る応需率で行ってきた。ま
た、契約方法の工夫等による
医業費用の抑制に引き続き
取り組んでいる。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 

病床利用率の向上 

救急外来の受入れ推進、契約方法の工夫等による医業費用の抑制 

地域病院との連携強化 
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No.29 ひらかた病院のあり方検討 
市立病院 

健康福祉部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

国の動向や大阪府の地域医療構想等を踏まえながら、病院経営を取り
巻く状況の変化に適切に対応し、将来にわたって地域・市民のために必要な
公的医療を提供できるよう、経営の効率化を図りつつ、ひらかた病院の最適
なあり方について検討していく。 

国が示す”新公立病院改革ガイドライン”の内容を踏まえつつ、地域におい
て必要な公的医療を提供する体制を確保していくための、ひらかた病院の最
適なあり方について検証を行っている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

ひらかた病院の最適なあり方

についての検証 

検証結果を踏まえ、新たな

中期経営計画を策定 

  
 

 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

今後のひらかた病院の最適
なあり方を検討するため、和
泉市立総合医療センター
（指定管理者）及び八尾
市立病院（ＰＦＩ事業）
を視察した。 

新型コロナウイルス感染症の
影響により、地域医療構想
の議論が中断されるとともに、
国の”新公立病院改革ガイド
ライン”の策定が延期される
中、令和４年度以降の取り
組みを検討していくうえで必
要不可欠な現行の市立ひら
かた病院改革プラン(第２次
中期経営計画)の検証に着
手し、枚方市病院事業運営
審議委員会で実績報告を
行った。今後、国の”新公立
病院改革ガイドライン”が示さ
れた場合は、新たに策定する
中期経営計画にその内容を
反映させていく。 

令和４年３月に国の「持続
可能な地域医療体制を確保
するための公立病院経営強
化ガイドライン」が示されたこと
から、令和 5 年 3 月に、令和
５年度から令和９年度までの
５年間を計画期間とする「市
立ひらかた病院経営強化プラ
ン(第３次中期経営計画)」を
策定した。計画においては、現
在の経営形態を維持するとと
もに、「政策的医療を提供す
る急性期病院」として、地域の
回復機能・慢性期機能を担う
病院や診療所との連携体制
による医療完結を目指していく
こととしている。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

新たな中期経営計画に基づく取り組み 
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No.30 病院事業会計の繰入金の抑制 市立病院 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

病院事業会計の経営健全化を図るための各種取り組みを推進し、収支

改善を図ることで、一般会計からの繰入金を抑制する。 

救急外来の受入れ推進や地域医療機関からの紹介患者の増加に向

けた取り組みのほか、消化器センターの設置など体制強化も図った。また、

病院経営コンサルタントを導入し、医療現場の目標を定めた業務のあり方

の改善などにも取り組むとともに、委託の複数年契約や機器の一括購入

などにより医業費用の抑制を図り、収支の改善に取り組んだ。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

  

   

目 標 

効果額 
50,000千円 50,000千円 50,000千円 50,000千円 

累積効果額 

200,000千円 

取 組 

実 績 

病院事業会計の経営健全

化を図るための各種取り組

みを進めたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により医

業収益が激減したため、令

和２年度の目標効果額達

成は困難な状況となった。 

コロナ禍の病院経営への影

響は大きく、医業収支は令

和元年度を境に悪化してい

る状況である。引き続き、通

常診療と新型コロナウイルス

感染症患者への対応の両

立を基本に取り組むととも

に、アフターコロナを見据えた

取り組みの検討を進めてい

く。 

通常診療と新型コロナウイルス

感染症への対応の両立を基本

として取り組む中、コロナ関連の

補助金もあり、経常収支で利

益剰余金を計上することができ

た。しかし、医業収支において

は大きな収支不足額を計上し

ている状況である。令和５年

３月には、「市立ひらかた病院

経営強化プラン(第３次中期

経営計画)」を策定したところで

あり、アフターコロナを見据え、

引き続き経営改善の取り組み

を進めていく。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

病院経営の健全化の各種取り組みの推進 
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No.31 教育情報発信の再構築 総合教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

本市の教育情報の発信手段として活用してきたＦＭひらかた「枚方教育ス
テーション」を終了し、市民のニーズが高いホームページ・ＳＮＳ等を活用した
新たな教育情報発信へと再構築を行う。 

ＦＭひらかた「枚方教育ステーション」については、これまで教職員、児
童・生徒、保護者、地域住民などが出演し、学校園や教育委員会の取り
組みをはじめ教育に関する話題を情報発信してきたが、ホームページやＳ
ＮＳ等を活用した新たな情報発信媒体が普及しており、情報発信のあり
方について再構築が迫られている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

情報発信の再構築 
 

・「枚方教育ステーション」の終
了（R4.３月） 
・引き続きブログを活用しつ
つ、新たな情報発信の在り方
を検討する。 

  
 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

情報発信の手段として教育
委員会のブログを試験的に開
設した。当ブログには、よりわか
りやすく、また親しみやすいもの
となるよう写真を掲載するとと
もに、連日更新することにより
情報発信の頻度が格段に増
加した。これらの事業効果を
踏まえながら、今後の情報発
信のあり方について検討を行っ
た。 

情報発信の手段として試験
的に開設した教育委員会のブ
ログについて、事務局各課・学
校園に活用を促している。連
日のブログ更新による情報発
信頻度の増加、写真掲載に
よるわかりやすさ、親しみやすさ
の向上といった事業効果や、
令和４年２月に「枚方教育
ステーション」が終了となること
を踏まえ、今後における情報
発信のあり方について検討を
行った。 

各学校の子どもの様子や、地
域との連携事業等を円滑に
情報発信する為に開設した
「学校ブログ」について、8 月か
ら本格運用を開始した。タイム
リーな記事の更新のほか、写
真を掲載することで、市民への
積極的かつ効果的な情報発
信に繋がっている。今後も、学
校に対する活用研修の実施
や好事例を紹介し、より効果
的な活用を促進していく。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

再構築後の運用 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針２ 行政サービス・行政資源を最適化する～事務事業等の見直し・検証とストック活用～ 

- 45 - 

 

No.32 市立学校園の施設開放事業の見直し 総合教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
感染症対策と利用者の利便性向上の両面から、「市立小中学校及び幼

稚園施設開放事業」及び「市立小学校体育施設開放事業」の様式、利用
基準及び窓口の統一に向けて取り組む。合わせて、学校によっては利用者が
固定化されている傾向にあり、利用したい人が利用できない場合があること
や、利用者との調整等による学校の負担が増えている課題について、順次、
解消に向けた取り組みを行うとともに、受益者負担の観点から利用者の電気
使用料等実費相当額の負担について検討する。 

「市立小中学校及び幼稚園施設開放事業」と「市立小学校体育施設
開放事業」は、学校の体育館や運動場等を市民に開放するという類似事
業であるが、2課が所管することにより利用手続や事務処理方法が異なり、
利用者や学校にとって分かりにくい状況となっている。このことから、平成29
年度、手続きや窓口の統一と電気使用料等の受益者負担についての方
針を固めた。一方、利用者が固定化傾向にあることや、学校の負担軽減
などの諸課題についても明らかとなったことから、小学校ごとに設置している
学校体育施設開放運営委員会におけるスケジュール調整方法を含め、現
在、関係課との協議、検討を行っている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・「市立小中学校及び幼稚
園施設開放事業」及び「市
立小学校体育施設開放事
業」の様式、利用基準及び
窓口の統一  
・施設使用に係る実費徴収
方法・額の検討 

・両事業の所管部署の統一 
・新たな利用予約調整方法
の検討 
・施設使用に係る実費徴収
方法・額の検討 
・学校、コミュニティ、利用団
体等の協議、検討及び検証 

 
 

 枚方市公共施
設予約システム
による予約方法
も視野に入れ検
討する。 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

・申請書様式を統一し、提
出先は学校安全課に一本
化した。また、令和３年４月
から両事業の所管を同課とし
て新たな施設開放事業を開
始できるよう検討を進めた。 
・感染症対策として新たな利
用予約調整方法を検討する
必要が生じたため、あわせて
実費徴収方法・額を検討す
る必要があることを確認した。 

・両事業の所管部署を新し
い学校推進室に統一した。 
・新たな利用予約調整方
法、実費徴収方法・額につ
いては、新型コロナウイルス感
染症の影響もあり、学校等と
の協議等を見送るなど、検討
が遅れていることや、小中学
校体育館への空調導入の検
討結果も踏まえる必要がある
ため、令和４年度以降の取
組目標を延期することとした。 

空調導入に係るスケジュール

等を踏まえ、施設使用に係る

実費徴収方法について関係

課と協議した。引き続き検討

を行う。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 
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No.33 公立幼稚園の効率的・効果的な配置 
子ども未来部 
学校教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

「就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン」（以下「ひらかたプラン」と
いう）に基づき、令和２年度末にさだ西幼稚園を閉園する。また、ひらかたプ
ラン前期の期間は（平成 31 年度～令和 10 年度）、保育需要が増加傾
向にあり、待機児童対策を踏まえた取り組みを進めるため、３歳児保育・預
かり保育の充実に取り組む。 

平成30年11月に「就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン」を策
定し、平成 31 年４月から公立幼稚園における３歳児保育の実施と、預か
り保育の拡充を行った。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・蹉跎西幼稚園の閉園 
 
・３歳児保育・預かり保育拡
充を継続実施 

 
  

 

目 標 

効果額 
― 千円 

(― 千円) 

3,422千円 

(42,584千円) 

3,679千円 

(34,244千円) 

3,679千円 

(34,244千円) 

累積効果額 
10,780千円 

(111,072千円) 

取 組 

実 績 

ひらかたプランに基づき、公立
施設が担うべき役割を踏まえ
ながら、保幼小の連携や保
育研究の充実と発信、支援
教育を推進した。蹉跎西幼
稚園の跡地活用として年度
途中の転入や育児休業明け

等の保育ニーズに対応するた
め、待機児童対策の一つで
ある「待機児童用保育室」の
整備を引き続き進めた。 

ひらかたプランに基づき、公立
施設が担うべき役割を踏まえ
ながら、保幼小の連携や保
育研究の充実と発信、支援
教育を推進した。蹉跎西幼
稚園については、跡地活用と
して年度途中の転入や育児

休業明け等の保育ニーズに
対応するため、待機児童対
策の一つとして、「蹉跎西臨
時保育室」を開設した。 

令和３年度に開設した「蹉
跎西臨時保育室」について、
引き続き運用を行っている。 

  

実 績 
効果額 

2,330 千円 
(2,330 千円) 

3,679 千円 
(34,244 千円) 

3,679 千円 
(34,244 千円) 

千円 

累積効果額 
9,688 千円 

(70,818 千円) 

※当課題の目標効果額・実績効果額については、人件費効果額を基本方針(２)№13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に
必要経費等の額を記載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。 
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No.34 野外活動センターのあり方の検討 観光にぎわい部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

オープン以来の課題である畜産道からの進入路への対応を含め、センター
のあり方について検討を行う。 

平成29・30年度に進入路（畜産道東側ルート）の舗装工事を完了
した。これまで、学校キャンプ支援事業として、送迎バスの提供などを行って
きた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

      

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

分かりやすく魅力的なホームペ
ージへとフルリニューアルするた
めの協議を進めるとともに、利
用者が予約しやすいよう、予

約システムを使った予約方法
の構築を進めた。さらに、今後
のセンターの方向性について、
これまでの教育訓練施設とし
ての側面だけでなく、観光施
設としての活用ができるようプ
ロジェクトチームと共に検討を
行った。 

施設内環境の改善を中心
に、ダッチオーブンを使った料理
教室や初心者向けトレイルラ
ンニング教室など、民間事業

者との協働による事業を行っ
た。運営委託業務では、委託
業者は管理運営に特化し、ソ
フト面は公民連携プラットフォ
ームを活用し、今年度中に民
間事業者と連携した事業を実
施できるよう調整している。ま
た、森林環境譲与税を活用

し、６年間で専門事業者によ
るセンター周辺の環境整備を
行うよう、事業者等と協議を
行っている。 

令和４年度は、「宝探し」や
「クリスマス」などの要素を取り
入れた小学生対象の宿泊キ
ャンプや、ドローンの操縦体験
会を公民連携により実施し
た。また、土日祝の日帰りのみ
利用可としている冬季期間の
利用ニーズ及び可能性調査
の為、宿泊可能期間を拡大
し、試行開所している。環境
整備面では、森林環境譲与
税を活用し、６年間で森林の
専門事業者によるセンター周
辺の樹木の環境整備を行う。
なお、センターの運営委託につ
いては、一般競争入札による
発注に向けた準備を進めてい
る。今後も、東部地域全体の
活性化に寄与できるよう関係
部署との連携を密にし、取り
組みを行っていく。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 

施設のあり方の検討及び検討結果に基づく対応 
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No.35 図書館施設の効率的・効果的な運営 総合教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

「枚方市立図書館分室等の見直しに関する基本的な考え方」に基づき、
東香里・茄子作・釈尊寺の３分室の閉室に向けた取り組みを進める。 

 図書館分室の運営等については、平成 29年５月策定の「枚方市立図
書館分室等の見直しに関する基本的な考え方」に基づき、地元への説
明、協議を行ってきた。枚方市立香里ケ丘図書館周辺３分室に係る見
直し計画を策定した後、香里ケ丘図書館リニューアルオープン後に周辺３
分室（東香里・茄子作・釈尊寺）を閉室し、「本のある地域の新たな居
場所づくり」支援の提案や、自動車文庫の運行などを行う。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

東香里分室・茄子作分室・

釈尊寺分室の閉室（令和

３年２月末予定） 

   
 

目 標 

効果額 
 ― 千円 

(― 千円) 

  1,249千円 

(21,244千円) 
1,149 千円 

(18,568千円) 
1,149 千円 

(18,568千円) 

累積効果額 
3,547 千円 

(58,380 千円) 

取 組 

実 績 

地元との調整、閉室後の退
去等の事務を進め、令和 3
年 2 月末に東香里分室・茄
子作分室・釈尊寺分室を閉
室した。 

・地元住民（東香里）によ
る「本のある地域の居場所」
運営のため、閉室した分室で
不要となった図書等を地元
自治会に寄贈した。また、地
元自治会館2階の分室跡地
(市所有施設)は、地元自治
会に無償貸与した。 
・3分室跡地と近隣小学校
へ自動車文庫のステーション
を設置するとともに、３分室
跡に返却ポストを置き、図書
館サービスの維持を図った。 

令和3年度に引き続き、地
元自治会館 2階の分室跡
地（市所有施設）を地元
自治会に無償貸与するとと
もに、3 分室跡地と近隣小
学校への自動車文庫のス
テーション設置と、３分室
跡地に返却ポストを置き、
図書館サービスの維持を図
った。 

  

実 績 
効果額 

 ― 千円 
(― 千円) 

1,149 千円 
(18,568千円) 

1,149 千円 
(18,568千円) 

千円 

累積効果額 
 2,298千円 

(37,136千円) 

※当課題の目標効果額・実績効果額については、人件費効果額を基本方針(２)№13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上
段に必要経費等の額を記載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。 
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No.36 管理不良空き家の発生抑制に向けた税制度の検討 
都市整備部 

市民生活部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和４年３月時点） 

空き家対策に関する税制度としては、空家等対策の推進に関する特別措

置法に基づく勧告がなされた特定空家等の敷地について、固定資産税の住

宅用地特例の対象から除外される等の税制措置が創設されている。 

空き家対策のさらなる充実を図るため、「第２次枚方市空家等対策計

画」に基づき、法に基づく制度の運用のほか、適正な管理が行われない空き

家の発生抑制に向けた税制度の検討を行う。 

空き家・空き地対策と税制度については、平成27年8月1日に施行され

た空家等対策の推進に関する特別措置法において、第15条として財政

上の措置及び税制上の措置等として税に関する規定が設けられた。 

本市では、平成29年4月に枚方市空家等及び空き地等の対策に関す

る条例を施行、同年12月に枚方市空家等対策計画を策定し、地域住

民や専門家団体などと連携協働し、空き家・空き地対策に取り組んでき

た。さらなる対策の強化のため、令和4年1月に策定した「第２次枚方市

空家等対策計画」に基づき、税制度の検討に取り組むこととした。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  
   

 

目 標 

効果額 
千円 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

 
 

 制度の確立に向けて庁内調
整を行い、連携フローを構築
した。このフローに基づき、候
補となる物件を共有し、立ち
入り調査を実施した。 
対象者に本取り組みの概要
を伝え、制度適用に向けて
説明を行った。 

  

実 績 

効果額 
千円 千円  ― 千円 千円 

累積効果額 

     千円 

手段の検討・
協議 

制度の周知 実施 
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No.37 クレジットカード利用による給油契約の導入 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和４年３月時点） 

公用車のガソリン調達においてクレジットカードを利用することにより、店頭価

格での購入を行い、更なる購入費の圧縮及び支払事務の軽減を図る。 

現在、ガソリンの購入契約については１リットル当たりの単価を定め、毎

月後払いをする契約としている。後払いは、給油する時に給油所にガソリン

注油券を手渡して給油を受け、毎月給油所から請求を受けて、使用した

注油券との確認のうえ行っており、契約単価は店頭価格ではなく、月単位

の掛売価格としている。 

令和４年２月からは注油券ではなく、給油所が発行する給油カードを

提示して給油を受ける方法を導入し、購入費の圧縮及び支払事務の軽

減を図っているところである。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  
  

 

目 標 

効果額 
千円 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

 
 

 公用車給油へのクレジットカード払
いの導入に係る諸課題の解決に向
けて、他市事例を情報収集しなが
ら課題整理を行うとともに、市内ガ
ソリンスタンド事業者への取扱いクレ
ジットカードによる導入可否等の聞
き取りを行ったが、給油購入費の圧
縮につながらないことから、引き続
き、現行のセルフ式給油カードの利
用促進に向けた取り組みを進める。 

  

実 績 

効果額 
千円 千円  ― 千円 千円 

累積効果額 

    千円 

課題等の検証 
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No.38 エネルギー使用量削減につながる設備改修及び業務改善 
総務部 
環境部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 4年 3月時点） 

公共施設のさらなる省エネ化を推進するため、各施設のフロアや部署、設

備単位で IOT の活用等によるエネルギー使用量などの見える化を図り、エネ

ルギー使用量の削減に繋がる効率的・効果的な設備改修及び業務改善を

検討する。 

地球温暖化対策を進めるため、枚方市ではエコフォーラム 2019 で
「COOL CHOICE」を宣言するとともに、エコフォーラム2020で「2050年ま
でに二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす」ことを宣言し、省エネルギーの取
り組みなどを推進している。 

エネルギー資源の価格高騰やコロナ禍における生活様式の変化により、
エネルギー使用料金及び使用量の増加が懸念される。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

   
 
 

  

目 標 

効果額 
千円 千円 千円 千円 

累積効果額 

千円 

取 組 

実 績 

  庁舎フロア及び部署単位での
エネルギー使用量を、IOTを
活用しフロアや時間でエネルギ
ー使用量の偏りがないか見え
る化を図り、エネルギー使用量
削減に繋がる効果的で効率
的な提案を、公民連携プラッ
トフォームを活用し募集を行っ
たが、有益な提案がない状
況。今後、市で使用する電力
の再生可能エネルギーへの移
行及び電力購入契約の一本
化によるエネルギーマネージメ
ントも含め検討していく。 

  

実 績 

効果額 
千円 千円  ― 千円 千円 

累積効果額 

千円 

・エネルギー使用量の削減に繋がる効率的・効果的 
な設備改修及び業務改善案の公募を行い、効果
等を検証 
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No.39 再生可能エネルギーへの移行及び電力購入契約の一本化 
総合政策部 

環境部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 4年 3月時点） 

市役所で使用する電力の再生可能エネルギーへの移行に向け、スケールメ

リットをいかした一括購入や PPA モデル（第３者所有モデル）など様々な手

法の導入に向けた検討を進め、将来的な契約の一本化も見据え、各施設の

電力購入契約期間の統一化を図る。 

地球温暖化対策を進めるため、枚方市ではエコフォーラム 2020 で

「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロをめざす」ことを宣言し、再生

可能エネルギーの率先導入などに取り組んでいる。また、国の地球温暖化

対策計画において、市役所が該当する業務その他部門の2030年度の二

酸化炭素排出量削減目標が 51％と示されている。 

現在、市施設の電力購入契約は施設ごとに行われており、諸条件は異

なっている。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  
  

 

目 標 

効果額 
千円 千円 千円 千円 

累積効果額 

千円 

取 組 

実 績 

  各課に対し、市施設の電力購

入契約期間の統一化に向けた

基礎調査を実施した。電気の

一括調達と太陽光発電の導入

や省エネの取り組みを合わせた

手法について調査研究を行っ

た。また、公共施設への PPA モ

デル等による太陽光発電設備

の設置に当たり、環境省補助

金を活用したポテンシャル調査

の実施に向けて調整中。 

  

実 績 

効果額 
千円 千円  ― 千円 千円 

累積効果額 

千円 

・再生可能エネルギーへの移行に向けた検討 
・市施設の電力購入契約期間の統一化 
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No.１ 行政課題解決に向けた若手・中堅職員のプロジェクトの推進 
関係部 

総務部 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

さまざまな行政課題の解決に向け、若手・中堅職員の現場での視点や発
想を生かし、組織の垣根を越えた検討に取り組む組織横断的プロジェクトを
展開する。また、プロジェクトに係る提案募集、ファシリテーターを含む外部人
材の活用、市長との懇談の場の設定など、職員のチャレンジ意欲や発想をよ
り生かし、育むための仕組みづくりにも、あわせて取り組む。 

行政課題の整理や目的の達成に向け、この間、組織横断的に検討を
行うプロジェクトチームとして、平成29年度に「ワークプレイス改革検討チー
ム」、令和元年度に「子どもを守るプロジェクトチーム」などを設置してきた。
今後ますます複雑・高度化する行政課題に対応していくため、また、職員の
意識改革に資する観点からも、プロジェクトチームの機能をさらに高めるため
の仕組みを充実する必要がある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

若手・中堅職員のプロジェク

トを勧奨する仕組みの検討

及び構築 

若手・中堅職員のプロジェク

トを勧奨する仕組みの検討

及び構築 

 
若手・中堅職員によるプロジ

ェクトを推進 

 

目 標 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

観光、東部地域活性化、職
員提案制度等に関するプロ
ジェクトチームを設置し、これ
らチームを運営する中で明ら
かとなった課題を踏まえ、プロ
ジェクトチームのさらなる展開
や機能向上について検討し
たが、仕組みの構築に至らな
かったため、令和２年度の取
組目標を令和３年度に延
期することとした。 

試行実施中の新たな職員提
案制度において、若手・中堅
職員を組み込んだプロジェク
トチームを 10 月に設置し、
提案内容について検討を進
めた。今後、同制度の試行
結果や今後設置されるプロジ
ェクトチームの運用状況も踏
まえ、仕組みの構築を行う予
定である。 

部内横断的なワーキンググル
ープや他部署との連携事
例、若手・中堅職員による風
通しの良い職場の醸成に向
けた取り組みなど、組織の垣
根を越えた積極的な取り組
みに対して職員表彰を行うこ
とで、さらなるプロジェクトを勧
奨する取り組みを進めた。 

  

実 績 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

   ― 千円 
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No.２ 窓口手続きのワンストップ化の実現 
窓口所管部 

総合政策部 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
複数の手続きが必要となる市民に、もれなく手続きを案内し、ワンストップで

受け付けできる体制をめざす。また、ワンストップで手続きが完了できないもの
であっても、手続きを行う部署へしっかりと引き継ぎがなされるよう、窓口間の
連携をより緊密なものとすることも含め、さらなる市民サービスの向上を図る。 

出生や死亡、転入、転出などの手続きは、それぞれの窓口で手続きを行
う必要があり、繁忙期には各窓口で待ち時間も発生するなど、市民の負担
感も大きい状況となっている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

現状の把握・分析(ＩＣＴ
やアウトソースの導入、現行
庁舎の状況を踏まえたレイア
ウトや動線の検討、一体的
に処理すべき対象業務の整
理等） 

左記分析等を踏まえて、具

体の検討・対応案を取りまと

め 

市駅前行政サービス再編の

状況等を踏まえた検討 
 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

窓口業務の最適化を検討す
るにあたり、民間事業者によ
る業務調査の中で本館 1階
市民室及び別館 2 階の各
部署の手続きを「ワンストッ
プ」、「ツーストップ」で完了す
る窓口運営の導入を検討す
ることとした。 

令和２年度末に、市民の利
便性向上を図るため、複数
手続きが必要なおくやみ手続
きにワンストップ窓口を導入し
た。その他の手続きの「ワンス
トップ」、「ツーストップ」窓口の
導入については、市駅前行
政サービス再編の状況等を
踏まえ、窓口業務等の最適
化の取り組みと整合を図りな
がら検討を進める必要がある
ため、令和４年度以降の取
組目標を変更する。 

駅前行政サービス再編の状
況等を踏まえ、窓口業務等
の最適化の取り組みと整合
を図りながら、引き続き「ワン
ストップ」、「ツーストップ」窓口
の導入について必要な検討
を進めた。 

  

実 績 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

   ― 千円 
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No.３ 職員提案制度の見直し 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

職員提案制度について、既成の枠にとらわれない発想や、日常業務にお

いて気づいた課題解決等に係る提案を引き出すとともに、そうした職員のチャ

レンジを生かせる制度となるよう、見直しに取り組む。 

平成元年１月の制度開始以降、制度の活発な活用に向けて、提案募

集期間を２～３週間程度から通年に、また提案の審査・表彰の回数を年

１回から２回に変更するなど見直しを行うとともに、職員提案ニュースを発行

し、実現に至った提案を紹介するなど、周知にも努めているが、提案数の伸

び悩みや新たな施策につながるような企画提案が少ないなどの課題がある。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

若手・中堅職員のプロジェク

トチームで検討、結果の取り

まとめを経て、制度の見直し

を決定  

 

  
 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

若手職員 2人・中堅職員 3

人計 5 人のチーム員で構成

する職員提案制度検討プロ

ジェクトチームを設置後、同チ

ーム会議を計 10 回開催、2

月末にチームから新たな制度

案の報告を受けた。その後、

チームからの報告を基に、行

革推進課、事務局会議、提

案審査委員会で制度の詳

細・運用案の検討を進めた。 

職員提案制度検討プロジェ

クトチームでの検討結果を踏

まえ、対象提案についてプロ

ジェクトチーム等による提案

内容のブラッシュアップを行うこ

となどを内容とする見直しを

行った。５月から新制度を試

行実施しており、１提案につ

いてプロジェクトチームを設置

し、提案内容の実施に向け

た検討を行った。 

新制度の試行実施の結果

等を踏まえ、職員提案制度

の本格実施案について検討

し、職員提案規程の改正な

ど必要な手続きを行ったうえ

で、令和５年１月から本格

実施を行っている。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 

見直し後の職員提案制度の推進 
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No.４ キャッシュレス決済の促進・拡充 
関係部 

総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
市民サービス向上や、業務の効率化の観点から、国の動向も踏まえなが

ら、公金収納に係るキャッシュレス決済の拡充について検討、実施する。 
・平成 19年度から施設のオンライン予約時のクレジット決済を開始。 
・令和２年４月からは LINEペイ等のキャッシュレス決済を開始（対象は、
市府民税［普通徴収分］、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育
料、留守家庭児童会室保育料、し尿処理手数料、預かり保育料）。 
・現在、国では統一 QR コードの実証中(令和元年８月～令和２年１月末)。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

キャッシュレス決済の対象とす
る公金、導入手法等につい
て調査・検討 

 

  
 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

市税や保険料の公金収納の
キャッシュレス化を支援してき
たが、諸証明の交付に係る
電子申請等を進める上で、
利用料のキャッシュレス化が
必要となるため、国の動向や
他市事例の確認を行うほ
か、行政手続きのオンライン
化と併せて、手数料や使用
料の電子納付に関する条例
等の整備を行った。 

従来より実施の市税や国民
健康保険料等のキャッシュレ
ス決済に加え、窓口での手
数料等の支払へ拡充するた
め、全庁説明会や意見照会
を実施した。特に取扱件数
の多い住民票の写し等の証
明発行窓口を中心に、令和
4年度以降の導入を進めるこ
ととした。なお、対面以外で
は、行政手続のオンライン化
とあわせた手数料等の収納と
して、同様に令和4年度以
降の導入を進めることとした。 

市民室の住民票写し等の証
明発行窓口６か所にキャッシ
ュレス決済機器を設置し、
10月から運用を開始した。ま
た、対面以外の場面において
は、行政手続のオンライン化
とあわせた手数料等の収納と
して、現在稼働している汎用
的電子申請サービスへのキャ
ッシュレス決済機能を追加し
た。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

    ― 千円 

キャッシュレス決済を拡充 
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No.５ 電子自治体の推進（自治体クラウドの推進） 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
情報収集した他自治体の自治体クラウドに関する取り組みの分析や、候

補団体の調査、内部事務システムの共同利用に係る課題解決のための庁内
検討をさらに進めるなど、導入に向けた取り組みを推進する。 

大阪府自治体クラウド検討会へ参加し、他自治体の状況を把握すると
ともに、内部事務システムの共同利用について府内複数自治体で検討を
行った。また、同システムの共同利用については、システムの標準機能に業
務を合わせることによるカスタマイズ抑制などの課題の解決を図るため、庁内
検討体制を整え、検討を始めた。加えて、中核市市長会の自治体クラウド
研究会へ参加し、中核市規模の自治体による住民情報系システムの共
同化の検討を行った。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

  
   

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

自治体クラウドについては、
住民情報系システムの標準
化に係る国の動向も踏まえ、
住基・税務・国民健康保険
システムへの適用を検討し
た。内部事務システムに関し
てもクラウド化を見据え、人
事給与・財務会計・文書管
理システムの一体化を検討し
たが、庁内事務のデジタル化
を含む業務見直しの中で、
外部とのやり取りが必要な紙
の請求書等の正確・効率的
な事務処理が課題とされた。
解決に向け、押印見直しとも
合わせ、業務・システムを通じ
た検討・調査が必要である。 

標準準拠システム対応の検
討を順次進めており、住民記
録システム、印鑑登録システ
ム、税務システム、選挙人名
簿システム、戸籍事務システ
ム等の意見照会対応や、令
和４年度に構築予定である
文字情報基盤対応における
調査検討、設計、予算要求
を実施した。また、地方自治
体のガバメントクラウドの活用
に向けた実証事業に市民室
の住基・印鑑システムで応募
したが、不採択となった。 

住民窓口関係のシステム所
管課を中心に構成する業務
システム運用部会について、
今年度、標準化の調査・検
討を担任事務に含め、改め
て検討体制を整備。8 月末
までに国から対象業務の標
準仕様書が示されたことを受
け、仕様の内容や現行システ
ム事業者内での検討状況も
踏まえ、可能な業務から、標
準仕様との差異分析等を開
始（全 15 システム中、9 シ
ステムで着手）した。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
    ― 千円 

候補団体の調査、費用対効果等の調査・分析、共同利用に向けた調整 
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No.６ 窓口予約システムの導入 
窓口所管部 

総合政策部 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

年金児童手当課での試行導入による成果を踏まえ、申請や届出を受け

付ける窓口などに窓口予約システム（窓口に来庁する市民が、スマートフォン

などを利用して、事前に来庁する時間や順番を予約する）を導入する。これ

により、窓口の混雑の分散・解消を図り、スムーズな応対を実現する。 

申請や届出など、一定期間に受付が集中する窓口では、長い待ち時間

が発生している。長時間の外出が困難な人の待ち時間を解消するため、

令和元年には年金児童手当課で窓口予約システムを試行導入し、「待つ

こと」に対する負担感の減少、高い利用率があったなど、一定の成果が得ら

れている。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 

   
 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

７月から運用を開始し、年

金児童手当課の児童扶養

手当現況届の提出日予約

や、地域健康福祉室母子

保健担当の各種講座申込

などで利用している。また、野

外活動センターの施設利用

予約など、導入予定部署に

ついては、テスト環境で入力

フォームを作成し、運用開始

に向けて調整している。 

窓口における混雑緩和のた

め、引き続き年金児童手当

課（児童扶養手当窓口）

での利用を実施した。また、

その他の予約申込への活用

としても展開を進め、市立病

院でのがんサロン申込、野外

活動センターの施設利用申

込、交通事故相談やオンライ

ンでの市民相談の予約などで

の利用拡充を行った。 

窓口における混雑緩和のた

め、年金児童手当課（児童

扶養手当窓口）の窓口予

約で活用するとともに、乳幼

児健康相談関係の予約や

高齢者・障害者施設の従事

者に対する定期PCR検査の

予約、野外活動センターの

施設利用申込などの予約申

込でも引き続き活用した。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 

新たに導入が可能な手続きを調査・検証の上、順次、導入規模を拡充 
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No.７ 窓口支援システムの導入 
窓口所管部 

総合政策部 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

住民異動等に伴う手続きの簡素化により、市民、職員の負担の軽減を図

り、「書かない」「迷わない」「待たない」をコンセプトとした窓口サービスの向上を

図るシステムを導入する。 

住民異動に係る窓口は恒常的に混雑しており、関連書類に氏名、住

所等を何度も書いてもらう手間や、必要となる他部署の手続き案内の対

応が煩雑になっている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

市民室窓口の他、窓口関係

部署にシステムを導入 

 

  
 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

以下の機能を持つシステム
調達の契約を行い、令和３
年１月に稼働を開始した。 

・利用者がWEB上で設問に

答えることにより、自身に必要

な手続きを把握できる手続き

案内機能。 

・転出証明書等の書類を

OCR で読み取ることにより、

住民異動届や関連申請書

の作成支援をする機能。 
・申請情報を住基・印鑑シス
テムに登録するための連携デ
ータを作成する機能。 

令和3年1月に転入・転出

等の住民異動窓口及びおく

やみ窓口での運用を開始し

たが、住民異動窓口におい

て、業務繁忙時期におけるシ

ステムを用いた業務体制のあ

り方や、当初効率化を期待

していた転出証明書のOCR

読み取りや既存住民記録シ

ステムとの連携に課題があり、

一部で利用を見合わせる状

態にある。システム上と業務

運用上の課題について整理

を行い、対応を進めている。 

市民、職員の負担の軽減と

いう方向性が導入したシステ

ムの利用により達成できてい

ないため、システム導入ベンダ

及び利用課との協議を行

い、改善案の検討を行った。

現在の構成においては、市

民の来庁時に行う職員側の

作業が多く、時間が掛かるた

め、令和5年度より事前申請

機能の強化を行う。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 

窓口支援システムの利用拡充 
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No.８ 電子申請の促進・拡充 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
マイナポータルのぴったりサービスを活用した汎用的な電子申請対応を行

い、市民が来庁することなく手続きができる電子申請サービスの拡充を図る。
これにより、多種・多様な手続きのオンライン化を進め、市民の利便性の向上
をめざす。 

電子申請については、専用システムによる図書貸し出し予約や公共施
設の予約等の対応に留まり、多種・多様な手続きへの対応が十分にできて
いない状況である。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

ぴったりサービスを活用した汎
用的な電子申請対応を行
い、簡易的な電子申請やイ
ベント申込等のオンライン化
を進める。 

 

  
 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

12 月に「枚方市情報通信
技術を活用した行政の推進
に関する条例」を制定・施行
し、条例等で書面によること
が規定された手続もオンライ
ン化が可能なよう制度を整え
た。また、各部署の手続につ
いてオンライン化適用可否の
棚卸を行い、件数の多い手
続等を優先に、本人確認を
要する手続はぴったりサービス
を活用し、児童手当の一部
手続の受付体制を整備。イ
ベント申込等の簡易的な手
続は、より簡便な手続整備
や申込が可能なようシステム
サービスの試行を実施した。 

多種多様な手続のオンライン
化のためぴったりサービスの活
用を進めてきたが、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大等を
受けた非接触での行政サー
ビス提供の必要性が高まる
中、市民・職員双方の観点
でより効率的に使いやすい新
たな汎用電子申請サービス
(LoGoフォーム)を6月より導
入し、75手続きのオンライン
化を実施した。現状、LoGo
フォームでは厳格な本人確認
を要さない手続への適用に
留まるが、今後、マイナンバー
カードへの対応やオンライン手
続に伴う手数料等の決済と
いったオプション機能の活用に
よる対応手続の拡充を図る
こととした。 

汎用電子申請サ ー ビ ス
（LoGoフォーム）について、
引き続き庁内での活用を推
進。令和4年度以降で126
個のフォームを公開。 
今年度予定していたぴったり
サービスへの連携や厳密な本
人確認機能の導入について
は、サービス側での大規模障
害が発生したことからその対
応が遅れており、マイナンバー
カードを利用する手続きにつ
いては、ぴったりサービスでのオ
ンライン化を進めている。今
後、これらの機能やオンライン
手続に伴う手数料等の決済
といったオプション機能の活用
による対応手続の拡充を図
るよう検討を進めている。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
    ― 千円 

電子申請サービスの拡充 

 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針３ スマート自治体への転換をめざす～職員力の向上と ICTの積極的な活用～ 

- 61 - 

 

No.９ ICT の推進（RPA の拡充、AI-OCRの導入等） 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
RPA の拡充や AI-OCR の導入を図り、職員がサービス向上のための企画

等、本来業務に注力できる環境の充実を図る。また、次期更新時に内部情
報系システム（人事給与、文書管理、財務会計）を統合し、業務の効率
化、費用の削減を図る。 

平成 30 年度に RPA を導入し、定例・定型的な業務の効率化を図っ
た。以降、RPA の拡充を図るとともに、AI-OCR の試行検証を行い、実運
用が可能なものから導入する調整を進めてきた。 
内部情報系システムの統合に関しては、他団体の状況把握を行うととも

に、事業者からの情報を幅広く収集し、費用や対応製品等の調査を実施
した。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  

 
 

 

 
 

 

 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

ICT活用に係る相談会を開
催し、市民アンケートの電子
化に向けた支援等を行い、
課題の解決を図った。RPAに
関しては計8シナリオを追加
作成、AI-OCRに関しては計
7帳票で追加利用し、順調
に拡充を続けているところであ
る。 

引き続きAI-OCR、RPAの
導入拡充を図るとともに、
RPAソフトウェアを各職場に
ある職員の端末でRPAが実
行できるようライセンス体系を
見直すなど、環境を整備し
た。内部情報系システムにつ
いては、事業者からの情報収
集の結果、現状の業務要件
では効率化が困難であると
判明したため、一体化の検
討は据え置きとした。一方、
今後、契約・請求等の庁外
との連携を伴う事務の電子
化ともあわせた業務のあり方
について検討を要するため、
事業者における普及状況な
どを踏まえ対応を図るべく情
報収集・検討を行っている。 

AI-OCR、RPAについては引
き続き拡充を図っており、それ
ぞれ4件、新たに導入を行っ
た。RPAについては、さらに数
件が稼働に向けて仕掛中で
ある。内部情報系システムの
統合に関しては、財務会計
システム・文書管理システム
の2システムについて、関係課
とともに令和6年度末（当該
2システムの賃貸借期間終
了時期）の統合可否検討・
課題の洗い出しに着手した。
今後、契約・請求等の組織
外との連携を伴う事務の電
子化ともあわせ、検討を進め
る予定である。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 
    ― 千円 

RPAや AI-OCR の導入拡大 

 内部情報系システムの統合に向けた調査、研究 
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No.10 人材育成の充実（ICT技術の活用や専門性の蓄積に留意した人材育成、管理職の意識改革など） 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
 これまでの人材育成基本方針に基づく取り組みを生かしつつ、今後の社会
情勢に対応できる職員を育成する。 
専門的な知識やスキルの蓄積・継承に取り組むとともに、中堅・若手職員

の横連携、管理職の ICT 意識の醸成を図るなど、AI や ICT などを活用して
業務を行う職員を育成し、スマート自治体の実現をめざす。 

人材育成基本方針、研修計画に基づき長期的・継続的な人材育成
等に取り組んでいる。また、能力開発・専門研修として毎年、情報スキル向
上研修を実施しているほか、令和元年度においては、理事・部長級職員を
対象に、AI・RPA 活用の将来像やスマートシティ実現に向けた方策などに
ついて理解を深めることを目的とした研修を実施した。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

ICT 分野に関する人材育成
の充実、職員の意識改革の
推進、新たな人材育成基本
方針に基づく研修体系の検
討 

新たな人材育成基本方針に
基づく研修体系の作成   

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

ICT やデータ等を活用して業
務を行う職員の育成に向け、
課題抽出及びその課題に対
してデータを利活用するため
の能力・ファシリテーション力を
高める「データアカデミー研
修」や、AIや ICTを活用した
業務効率化・市民サービス
向上を図る能力・データ利活
用能力を高める「業務改善
研修」を実施した。また、人
材育成基本方針を改訂した
ほか、改訂にあわせた研修体
系の検討を進めている。 

研修体系を作成し、①アクテ
ィブラーニング型の研修拡充
②対話スキル・デジタル技術
活用スキル向上③研修内製
化により職員の知識・能力定
着化④eラーニング・オンライ
ン研修等を研修特性に応じ
採用⑤公民連携による研修
を重視する点として設定し
た。①～③としてデータアカデ
ミー研修でデジタル技術を活
用した施策立案、枚方市版
人材マネジメント部会で組織
の意識変革に向けた施策立
案の検討、④として評価者
研修等をeラーニングで実
施、⑤として大阪府・SAPジ
ャパン社と連携し、デザインシ
ンキング研修を実施した。 

昨年度に作成した研修体系

に基づき、各種研修を実施し

た。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 
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No.11 教職員の資質・指導力の向上 学校教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
学校現場において ICT のより効果的・効率的な活用を図るため、これまで

の取り組みを継続して実施する。また、取組内容を検証しながら、より効果
的・効率的な活用について検討を行う。 

市内指定校の生徒及び教職員に１人１台のタブレット型コンピューター
を配備し、ICT を活用した授業の研究や、授業力向上に向けた公開授
業、児童・生徒の情報活用力を高めるための教職員研修を行うとともに、
プログラミング教育の考え方や理解を深める取り組みを実施している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

「学校教育情報化推進計
画」や研究授業の成果を踏
まえ、授業力向上を図る公
開授業や研修を実施 

 

  
 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

タブレットPCの効果的な活用
を図るため、小中学校教員と
指導主事等で構成するワー
キングチームを立ち上げ、週1
回オンライン会議で実践発表
を行った。また、一人一台の
端末を効果的に活用した授
業改善・業務改善の実践事
例アーカイブの構築に取り組
み、約500事例の収集を行
う予定である。さらに、ICT研
修として新たに動画配信によ
る研修や、管理職の今後の
学校運営に係るアクションプラ
ンやビジョンの構築をめざし、
臨時管理職研修を13回実
施した。未来学習研究事業
の研究校では校内の研修成
果をオンデマンドで配信した。 

・GIGAスクール構想の実現
に向け、市内小中学校教職
員と協同しての情報教育推
進ワーキングチームの実践研
究や、ICTを効果的に活用し
た授業力向上に向けた教職
員研修を実施した。 

・教職員の自己研修を促進
するため、ICTの取組を掲載
する「GiGAスク！ひらかた」、
教職員研修及び各種研究
校の取組を掲載する「まな
ViVA! ひらかた」の２つのポ
ータルサイトを作成した。 

・小学校では、情報教育推
進ワーキングチームにおける
ICT を活用した授業実践と
業務改善の研究を市内の小
学校へ実践の交流と 1 年間
の取組の発表を行い、中学
校では、教科別情報教育推
進ワーキングチームを組織し、
教科に特化した ICT を活用
した授業実践等の交流を行
った。 
・一人一台端末を効果的に
活用した ICTの活用実践例
を集約し、700 以上の実践
事例をポータルサイト「まな
VIVA!ひらかた」・「GiGA ス
ク！ひらかた」に掲載してい
る。１か月平均 4300 回程
度のアクセスがある。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

取組内容を検証のうえ、より効率的・効果的な活用を検討 
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No.12 校務支援システムの改修における情報化の推進 学校教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

校務支援システムの改修に合わせて、通知表や指導要録等の様式の改

修を行い、教職員のさらなる事務負担の軽減を図る。 

平成 27 年度に校務支援システムを導入し、児童・生徒に係る情報の

電子化による一元管理を行うとともに、その情報を通知表や指導要録、出

席簿等の作成や成績・保健管理等に活用している。また、個人情報の持

ち出しを防ぎ、学校園の情報セキュリティ向上を図っている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

令和 2 年度までに考え方を

まとめ、システムを改修 新システムの導入・運用   
 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

校務支援システムの活用に
向けて、年度末に教職員向
けの「アンケート」を実施し、
業務効率や改善点などにつ
いて効果測定を行っている。
児童生徒の転出入処理や
成績処理をより効率的に作
業できるよう修正等の課題が

あることから、システムの更新
を行うことでより現場のニーズ
に合う運用になるよう協議
し、更新手続きを行った。 

・校務支援システムを更新
し、４月１日から稼働させ
た。また、校務支援システム
の円滑な運営のため、校内
システム担当者を中心に、
新・転任者等にも研修等で
操作等の習熟に努めた。 
・校内情報セキュリティ担当

者に対し、個人情報の取り
扱い等について研修を実施
するとともに、各校で情報セ
キュリティ研修を行うことで、セ
キュリティに対する教職員の
理解を深めた。 

・校内システム担当者向け
の研修を実施することで、
操作の習熟だけでなく、年
度末の作業に向けたフォロ
ーを一括で実施した。ま
た、企業のサポートを受け
ることで、個別のフォローに
も対応を行った。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 
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No.13 留守家庭児童会室への情報端末の導入 学校教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

現在、留守家庭児童会室には専用の情報端末が未設置であるが、当面
市直営による運営を継続する児童会室への情報端末の導入を推進する。 
情報端末は既設の児童会専用室等に設置し、庁内ＬＡＮ、メール等を

基本に制限付でネット接続が可能な形で導入を進め、放課後子ども課及び
児童会室職員の事務負担の軽減を図るとともに、事務作業の軽減による人
件費・時間外勤務費の削減に取り組む。 

児童会室職員の出退勤や時間外勤務申請等について、現在は紙ベー
スで出勤簿や時間外命令簿を各児童会室で作成し、これを放課後子ども
課に提出、課職員が確認を行っている。また、保護者宛のお便りや勤務シ
フト表、児童会室関係書類を児童会室職員が手書きで作成するなど、事
務を効率的に行えていない現状がある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

LAN構築、情報端末の配

備、操作研修等 情報端末の導入・運用 
   

目 標 

効果額 
― 千円 

(― 千円) 

▲5,524千円 

(3,371千円) 

▲3,565千円 

(9千円) 

▲3,565千円 

(9千円) 

累積効果額 
▲12,654千円 

(3,389千円) 

取 組 

実 績 

LAN構築のための調査、庁
内と情報端末設置対象の児
童会室とのネットワーク構築
及びIP電話等の設置を行っ
た。令和3年1月より、情報
端末等を設置し、導入対象
児童会室の職員に対し、端
末操作と人事給与システム
の研修を実施した。なお、情
報端末導入に係る経費は、
国の交付金を活用予定。 

児童会室職員の出退勤や
時間外勤務申請等の書類
について情報端末により作成
することで作業の効率化を図
るとともに、課との連絡調整
や児童の情報共有等の迅速
化を図るため、29の児童会
室にパソコン・プリンター・ＩＰ
電話機・出退勤システム等の
情報端末を導入し、児童会
室職員の事務負担の軽減を
図り、人件費・時間外勤務
費の削減に取り組んだ。 

令和 3 年度に導入した情報
端末をもとに、引き続き児童
会室職員の事務負担の軽
減を図り、人件費・時間外
勤務費の削減に取り組んだ。
また、更なる事務の効率化に
よる時間外勤務の削減を図
るとともに、職員が保育に専
念する時間を確保するため、
入退室管理システムの令和
５年度からの本格稼働に向
けたシステムの導入および試
行実施を行った。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 

(― 千円) 

▲3,565千円 

(2,003千円)  

▲3,496千円 

(2,669千円) 
千円 

累積効果額 
▲7,061千円 
(4,672千円)  

※ 当課題の目標効果額・実績効果額については、人件費効果額を基本方針(２)№13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上
段に必要経費等の額を記載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。 



 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針４ 職員の働き方と職場を変える～さらなるワークプレイス改革の推進～ 

- 66 - 

 

 

No.１ 柔軟なオフィスレイアウトの検討 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

フリーアドレスやチームアドレスも含めた柔軟なオフィスレイアウトの検討のた
め、既存書庫の整理を含め、文書保管の必要性を精査することで、事務室
内のスペースの整理を図る。さらに、事務改善及び情報公開請求への適確な
対応等をめざすため、ファイリングシステム（保管スペースの縮減と情報共有に
優れた文書管理手法）を導入することで、文書の見える化により情報の共有
化、適正な文書管理を推進する。 

事務室内には参照機会が少ない過年度文書が保管され、スペースを圧
迫し、会議スペース等が確保できない状態である。また、大量の文書が簿
冊に編綴されていることや分類名が抽象的であることなどから、電子文書を

含め、検索に時間を要するケースがある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・既存書庫及び庁内スペースの整
理 
・柔軟なオフィスレイアウトの検討 

・ファイリングシステムのモデル実施の
検証及び本格導入に向けた検討 

 
・柔軟なオフィスレイアウトの実施 

・ファイリングシステム本格導入 

 
 
・柔軟なオフィスレイアウトの
段階的な実施 

 
 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

既存書庫の整理を行うとともに、
ファイリングシステムについては令
和３年度から全庁的に導入す
ることとした。導入は、対象部署
をブロック分けし、令和５年度に
かけて順次行う予定。また、試
行実施によりそれまでの執務室
面積の約 20％に相当するスペ
ースが創出され、Web 会議室
等を設置した。 

21 課 365 人（ファイリングシス
テムの導入対象部署・職員数
は 83課・約 2,000人）に対し
てファイリングシステム導入説明
会を実施した。先行導入をした
部署を含め、これまで導入を完
了した部署の執務室面積の
24.3％（約 587 ㎡）を削減
した。不要物品の整理等を行い
創出した場所を機構改革に伴
うレイアウト変更の対応や打合
せスペース等に活用した。 

ファイリングシステムの導入対
象111部署のうち28部署に
対してファイリングシステム導
入説明会を実施した。先行
導入をした部署を含め、これ
まで69部署(62.2％)に対
して説明会を実施し、26部
署(23.4％)において導入を
完了した。柔軟なオフィスレイ
アウトの実施に向け、公民連
携プラットフォームを活用し提
案募集を行い、令和5年2
月にフリーアドレス用什器を
設置し、試行を開始した。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 
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No.２ テレビ会議・研修の実施 
総合政策部 

総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
テレビ画面を通じて、遠隔地間での会議・研修を実施する環境を整備する

ことで、会議場所への移動時間を削減し、業務時間の有効活用を図る。 

また、映像共有による災害時の遠隔コミュニケーションの質的向上を図る。 

教育委員会、上下水道局、ひらかた病院など、本庁から離れている職
場については、本庁での会議や打ち合わせに出席する場合に移動時間が
必要となり、時間的なロスが発生していた。こうしたことから、この間、テレビ
会議・研修の検討を行い、令和元年 9月に試行的に実施するとともに、運
用面での課題等の確認を行った。また、関係課で、動画配信による研修
実施に向けて検討を進めてきた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

テレビ会議・研修の本格実
施 

    

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

10 月 1 日より、本庁・教育
委員会事務局（輝きプラザ
きらら）・上下水道局・ひらか
た病院に Web 会議専用機
を導入し、拠点をまたぐ庁内
会議などで利用されている。
今後、さらなる利用の拡充を
図っていく。また、コロナ禍にお
いて、研修を動画配信するた
め、研修ストリーミングシステ
ムを構築し、障害者活躍推
進計画の e ラーニングなどを
配信した。 

・各理事者や総務担当課、
出先機関等に対してWeb会
議端末を設置し、テレビ会議
開催のための環境整備を行
った。今後は、オンライン研修
など、参加者へのプライバシー
の配慮が必要なものに特化
したシステムの利用促進を行
うなど、さらなる遠隔コミュニケ
ーションツールの活用を図る。 
・研修ストリーミングシステムに
より、評価者研修や業務説
明会など40件程度の動画
配信を行ったほか、メンタルヘ
ルス(ラインケア)研修では研
修の様子を中継し、所属長
が自席で研修を受講した。 

昨年度末に導入したWeb会
議用タブレット管理ツールの
本格運用を開始したことによ
り、一括してアプリケーション
等の制御やアップデートが可
能になり、効率的なタブレット
管理に繋げた。また、研修ス
トリーミングシステムを活用
し、専門研修「未来を創るリ
ーダーシップ」の様子をライブ
配信によるオンライン研修と
対面研修を同時実施した
他、各課の専門研修等20
件程度の動画配信を行っ
た。今後も研修特性に応じて
オンライン研修・動画配信を
行うとともに、時代に即した仕
組みを活用しながら効果的
な研修を行っていく。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
 ― 千円 

災害対策本部訓練での活用等、適用範囲を拡大 
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No.３ モバイルワーク利用の促進 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

移動中や移動先でも業務が行える環境を整備し、場所に捉われないモバ

イルワークの利用促進、時間の有効活用を図る。業務繁忙が恒常化するな

か、移動中、移動先での空き時間を活用できる環境を整備し、業務時間の

軽減を図る。 

理事者のほか一部の職員、部署にタブレット型パソコンを配備し、モバイ

ルワークの試行による効果検証を実施した。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

モバイル端末の利用ルールの
策定 
 

  
 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

タブレット型パソコンを全課長

に配備し、庁内に設置した無

線アクセスポイントを利用する

ことで、自席以外での利用が

可能となった。また、国からテ

レワークの積極的な導入が要

請されていることを踏まえ、職

員が在宅でも勤務が可能と

なるよう、端末および通信回

線の調達等の環境整備を進

めた。 

モバイルワークの利用促進を

図るため、タブレット型パソコ

ン 100 台を追加で配備し、

200 台に増設した。また、追

加で配備したタブレット型パソ

コンについては、回線のデータ

容量を 10GB/月に増量する

など、モバイルワーク環境の整

備を図った。 

モバイルワークが庁内へ浸透

してきことから、庁外での業務

利用などさらなる活用を図る

ため、利用頻度・利用通信

量・各設置所属の希望を勘

案して、配備台数の見直しを

行った。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

タブレット型パソコンの増設、モバイルワーク回線の拡大 
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No.４ 柔軟な勤務形態の拡充 総務部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

職員のライフスタイルや各職場の公務実態に合わせて、職員が働きやすくな
る勤務時間の設定を可能とする時差勤務制度について、より利用しやすい制
度とするため、対象範囲（理由）を拡充する。 

職員アンケート結果に基づき、利用可能とする理由を子育てや介護を必
要とする職員に限定し、平成 31年度より時差勤務制度を実施している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

時差勤務制度の対象範囲
（理由）の拡充 

  
 

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

障害のある職員への合理的
配慮の観点を踏まえ、身体
障害者手帳等を所持する職
員の安定的な勤務につなげ
るため、これらの職員が時差
勤務制度を利用できるよう、
令和２年度から、同制度の
対象範囲を拡大した。また、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止対策として、
出勤者数の削減をめざし、
柔軟な勤務形態でもあるテ
レワークを活用した交代制勤
務を実施したほか、公共交
通機関のラッシュ時を回避す
るための時差勤務を令和２
年２月より実施している。 

時差勤務制度については、
子育て・介護を行っている職
員のほか、令和２年度より
障害のある職員も対象として
制度を運用している。また、
新型コロナウイルス感染症の
感染防止対策として実施し
ている時差勤務制度につい
ては、通勤時間帯における人
流をより分散させる観点か
ら、実施当初は公共交通機
関利用者に限っていたもの
を、職場における勤務時間の
重なりを緩和させる観点か
ら、令和３年５月より、通勤
方法にかかわらず利用できる
よう拡充した。 

時差勤務制度については、
子育て・介護を行っている職
員のほか、令和２年度より
障害のある職員も対象として
制度を運用している。また、コ
ロナ禍の対応として拡充した
取り扱いについては、令和４
年度も継続して実施した。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
 ― 千円 

より利用しやすい制度となるよう、引き続き、制度の改善を検討 
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No.５ 教職員の多忙化解消 学校教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

教職員の多忙化解消については、①教職員の時間外勤務の実態把握・
分析 ②教職員の意識改革 ③退勤時間や電話応対時間など枠組みの設
定 ④業務軽減に向けた校務支援システム改修や ICT 活用、様々な学校
支援人材の活用など環境整備 ⑤業務の精選や業務量の削減等に取り組
み、教職員にとって働きやすい職場づくりをめざす。また、教育委員会事務局
業務については、業務改善プロジェクトチームにおいて、業務改善に係る研究
を進め、改善案の提案につなげる。 

 平成 29 年度から 3 年間は、文部科学省の委託事業「業務改善加速
事業」を３校で実践研究中。市全体としては、部活動方針設定や保護
者や地域への電話応対時間の協力依頼、学校閉庁日など枠組み設定や
物的・人的環境整備などに取り組んできた。平成 30 年度から、学校教育
部の次長をリーダーとする業務改善プロジェクトチームを設置し、学校園や
教育委員会事務局の業務改善を推進している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

   
  

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

・教職員の時間外勤務時間
に上限を設け、長時間勤務
者に医師の面接指導を実施
するなど、時間外勤務の実
態把握と対策を進めている。 
・業務改善推進校10校にお
いて外部講師による業務改
善研修を行った。 
・タブレット端末を配備し、オ
ンラインでの校長会・教頭会
開催のほか、学校現場で事
務連絡等の送信や欠席連
絡の受付等に活用し、事務
軽減により児童生徒と接する
時間の増加につながった。 

引き続き、業務改善推進校
を募集して取組みを継続し
た。業務改善実践例などの
情報を発信して自発的に全
校が取り組めるよう共有し、
推進校以外から業務改善
研修の依頼があるなど広がり
を見せている。また、管理職
向けに、ストレスチェック集計
結果の活用や職場環境の改
善などの具体性のある研修を
通じて意識醸成を図った。 

業務改善推進校を募集して
取組みを継続し、労働安全
衛生や組織づくりを主軸とし
た働き方改革に関する実践
例等の情報を、推進校管理
職等を講師としてオンラインで
発信する等、自発的に全校
が取り組めるよう共有した。
校内研修や中学校区合同
研修等で働き方改革を取り
扱う学校が増え、取組実践
交流による具体策の検討や
外部講師招聘による意識改
革等、主体的な取組が進ん
でいる。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

教職員が子どもと向き合う時間の確保や、働きやすい職場づくりの推進 
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No.１ 広報ひらかた作成業務の見直し 市長公室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

多言語への対応としてアプリとの連携を実施し、情報発信力の強化を図
る。また、これまでの単年度印刷単価契約から、複数年契約での委託に変更
する。 

これまで広報ひらかたの作成に当たっては、職員が記事を作成し、レイア
ウト等の編集を行ってきた。また、印刷業務については、単年度一般競争
入札（１部ごとの単価契約）により実施してきた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

広報ひらかた作成全般にわた
る提案型の委託契約に変更 

現行の仕様による複数年度
契約の効果を検討  

  

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

多言語への対応としてアプリと
の連携や、編集作業効率化
等の提案を事業者から受け
る、民間提案型へと見直す予
定としていたが、事業者からの
提案による記事作成システム
に費用対効果の面で課題が
あるため実施を見送り、庁内
システムを活用した改善を検
討することとした。また、多言語
対応アプリとの連携について
は、広報紙だけでなく災害情
報の周知等広く活用できること
が分かったため、印刷業務に
含めないこととし、12月にアプリ
を導入した。 

令和３年１月に導入した多
言語アプリを活用し、広報ひら
かたの10言語表示及び９言
語による読み上げ対応を行
い、配布日初日である発信日
には市公式LINEなどによりア
プリの周知に努めた。なお、広
報ひらかたの印刷については、
現行仕様による複数年度契
約の場合の参考見積を４社
から取り寄せ、複数年度契約
の効果を検討したが、紙価格
の高騰リスクなどにより単年度
契約時と同額又は高い価格
設定となることが判明したた
め、複数年度契約へ変更しな
いことを決定した。 

令和３年度の検討結果から、
広報ひらかたの印刷業務につ
いては、これまで通り単年度契
約による委託を実施している。
今後の広報ひらかた作成・発
行のあり方に関し、デジタル媒
体の活用について市民ニーズ
を踏まえて検討を進めるため、
市民 3,000 人を対象に「枚
方市の情報発信に関するアン
ケート調査」を実施した。結果
としては、90.8％が紙媒体を
希望していることから、デジタル
媒体は、まずは補助的または
拡張的なものとして活用を広
げ、浸透に伴い、再度活用方
法を検討する。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 
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No.２ 市民への発信力強化のための新たな取り組み 市長公室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

積極的に市のホームページや SNS にアクセスしない市民への情報
発信を推進するため、ＳＮＳ広告や事業者によるコミュニティアプリな
ど、発展を続けるインターネット環境を活用した手法を取り入れ、さらな
る発信力強化に努める。 

ＳＮＳの活用として、公式ツィッター（平成23年度）、公式フェイスブック（平
成27年度）、公式インスタグラム（平成30年度）を実施している。また、アプリの
活用としてｉ広報紙（現マチイロ）による広報ひらかたの発信（平成26年
度）、動画の活用として公式ユーチューブ（平成23年度）を実施するなど、広報

機能の充実に取り組んでいる。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 
新たな手法の研究・検討 新たな手法の導入    

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

市公式ラインを開設し、主に
新型コロナウイルス感染症関
連情報を発信した。また、多
言語対応アプリ「カタログポケ
ット」を導入し、広報ひらかた
の多言語化を実現した。な
お、SNS広告については、令
和４年度の市ホームページ
更新のタイミングに合わせてタ

ーゲットを絞った広告の配信
を行うことや、市公式ラインア
カウントの改善に合わせたPR
の実施を検討した。 

市公式LINEアカウントの登
録者が６月時点で３万
5,000人を超えたことから、
幅広い利用ニーズに応えるた
め、「子育て」や「防犯」、「ス
ポーツ」など利用者が受け取
りたい情報を分類毎に選択
できるようリニューアルを行っ
た。また、令和４年度から始

まる新たなシティプロモーション
サイトを子育て世代を中心と
するターゲットへ届けるために
SNS広告媒体の活用手法
等について検討を進めた。 

令和４年３月より運用開始
したシティプロモーションサイト
の効果的な情報発信として
公民連携によるインターネット
広告を活用した実証実験を
実施。当該検証ではアクセス
数が通常比 90 倍になるなど
効果が表れ、新たな情報発
信手法として今後の活用を
検討する。また、全庁的な情
報発信力の強化を図るた
め、全職員を対象とした情報
発信研修を行うとともに、情
報発信ガイドライン（マインド
編）を作成した。 

  

実 績 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 
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No.３ 指定管理者制度のさらなる効果的運用に向けた取り組み 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

「枚方市指定管理者制度に関する基本指針」に基づく制度運用を行ってい

るが、より一層の競争性の確保や、市民サービス向上をめざすため、インセンティ

ブの付与や自主事業の要件を緩和し、事業者の裁量の幅を広げるなどの取り

組みの検討を行う。また、あわせて、適正に指定管理者が管理運営を行えてい

るか、モニタリングの指針を策定するなど、管理運営の評価のあり方を見直す。 

 より適正な指定管理者制度の運用を図るため、平成29年３月に「枚

方市指定管理者制度に関する基本指針」を策定し、この間、競争性の

確保や市民サービスの向上を図ってきた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

     

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

大阪北部地震など災害が多
発する現状を踏まえ、指定
管理者制度導入施設におけ
る災害時の市と指定管理者
の役割分担・費用負担の明
確化や、管理運営時のモニ
タリングのあり方について検討
した。その結果を踏まえ、令

和 3年 3月末に「枚方市指
定管理者制度に関する基本
指針」を改訂した。 

令和３年３月に改訂した
「枚方市指定管理者制度に
関する基本指針」において、
災害対応や感染症対策に
関する指定管理者の役割等
を追加で定めたことに伴い、
指定管理者との基本協定の
変更等の手続きを進めた。ま

た、定期モニタリングについて
は、同基本指針で新たに定
めた公表用様式の内容を踏
まえて実施するよう施設所管
課に周知した。 

定期モニタリングについては、
「枚方市指定管理者制度に
関する基本指針」に定める公
表用様式により引き続き実
施している。また、令和４年
３月の公の施設の指定管理
者監査及び随時監査におい
て適切なモニタリングによる評

価が実施されるよう指摘があ
ったことを踏まえ、新たに外部
評価を導入するとともに、モニ
タリングに関する規定の見直
し等を行い、令和５年３月
に同基本指針を改訂した。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 

見直し・改善の検討及び順次実施 
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No.４ 窓口業務等の最適化に向けた取り組み 市民生活部・総務部・健康福祉部・会計課・総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
窓口業務等の最適化に向け、他市事例やコスト、また、③街区における駅

前行政サービス再編の状況も踏まえながら、さらなる検証・取り組みを行う。あ
わせて、各支所等を含め、ICT を活用した窓口業務のあり方についても検討
を進める。 

令和元年５月に策定した「窓口業務等のアウトソーシングに関する考え
方」を踏まえ、市民室・健康部・長寿社会部の窓口業務や総務部の総務
業務等を対象に、委託化の検討を進めてきた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・費用対効果等を検
証のうえ、職員研修を
包括して委託 
・窓口業務等を対象
に、委託の範囲の絞込
みや費用対効果などの
検討を行ったうえで順
次、取り組みを推進 

費用対効果等を検証のうえ、社会保険業
務・検診業務を一括で委託   

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

・窓口業務の最適化に
当たり、直営・委託・
ICT 導入のベストミック
スの検討を行うため、
委託により業務調査を
行い、報告書の提出を
受けた。 
・職員研修包括委託
について、令和元年度
実施の包括委託(新
任者向け４研修)を分
析した結果、一定の効
率化は図れたものの、
費用縮減効果は見出
せなかった。引き続き、
検証を進めていく。 

・窓口業務の最適化に当たり、先進事例の研
究を行ったほか、市駅前行政サービスの再編に
おける窓口機能との整合を図る観点から、新た
な窓口へ移管される機能や必要人員等を踏
まえて検討を進めることとした。 
・研修包括委託のスケールメリット・1 者契約に
伴う影響等を検証したが、費用縮減効果が見
出せず、研修内容、講師選定等に一定の制
限を伴うなど研修固定化の課題があるため、
現行方式を継続しながら、引き続き取り組みを
進める。 
・社会保険業務・検診業務については、従来
は正職員が担っていた業務を整理・工夫し、現
在、主に会計年度任用職員が担うよう見直し
たことで、一括委託で実施する場合よりも、費
用縮減効果を得ている。 

・窓口業務の最適化に当た
り、先進事例を研究した。 
・国のマイナポータルを利用し
たオンラインによる引越し手続
きサービス（転出届の電子申
請、転入・転居手続きの窓口
予約）を開始した。 
・DX推進プロジェクトチーム会
議において、③街区における
(仮称)市民窓口等の在り方
についてまとめた内容を今後の
市民窓口等における庁舎機
能の在り方に活かしていく。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 
  ― 千円 

窓口業務や職員研修業務等について、各状況を踏まえ、委託範囲や費用対効果
などの検討を行い、最適な手法による業務実施に向けた取り組みを推進 

本庁と出先機関との連携など、ICTを活用した
窓口業務のあり方を検討 
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No.５ 自治体の広域連携による取り組みの検討 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
スマートシティの推進において、大阪府を中心とした府内連携による取り組み

の検討がなされており、大阪市町村スマートシティ推進連絡会議(GovTech大
阪)に本市も参画し、アプリなどの共同調達をめざすなど、事務の共同処理等、
国の動向も踏まえながら自治体連携について研究、検討を図る。また、企業、
大学、府内自治体等で構成する大阪スマートシティパートナーズフォーラムに参
画し、企業とのマッチングによるスマートシティの推進を図る。 

・スマートシティ推進について、担当課単位で取り組みを進めており、市
全体での共有も不十分。 

・府では、府・市・関係者がスマートシティ戦略の推進に向け議論し、先
端技術の実装、実験を進める機運を高めるため、大阪スマートシティ戦
略会議を開催。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

自治体連携に係る研究・検討 
 
GovTech大阪に参画 
・課題、ニーズの抽出 
・共同調達,共通仕様の検討 

 

 
 
大阪スマートシティパートナー
ズフォーラムへの参画によるス
マートシティ化の推進 
・課題、ニーズの抽出 
・企業とのマッチング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

行政手続きのオンライン化を
テーマとする GovTech 大阪
の検討会に参加し、府内市
町村共同調達で簡易型の
汎用電子申請システムを導
入する検討を進めた。また、
大阪スマートシティパートナー
ズフォーラムに参画し、スマー
トシティ化を推進・検討した。 

大阪スマートシティパートナー
ズフォーラムの取り組みにおい
て、中小企業の基幹システ
ムの導入支援やＡＩを用い
た道路面の日常点検業務
の効率化に係る検討を行っ
た。また、大阪府下で実施し
た汎用電子申請サービスの
共同調達に選定委員として
参加し、本市としてもサービ
ス導入を行った。 

大阪スマートシティパートナー
ズフォーラムの取組において、
AIを用いて道路損傷を検出
するサービスの実証実験や、
「ひらかた万博共創プラットフ
ォーム」において、オンラインコ
ミュニティアプリを試験的に導
入した。また、大阪府下での
電子契約サービスの共同調
達検討会やシステム標準化
の意見交換に参加した。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

   ― 千円 
※GovTech：政府（Government）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた言葉。政府が最新技術を有する事業者などと連携し、積極的に新しい技術を取り入れ、公的
サービスをテクノロジーの力でより良いものにする取り組み。 

研究、検討及び推進 

推進 
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No.６ 校区コミュニティ協議会等との連絡・情報発信のＩＣＴ化 市長公室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

市から校区コミュニティ協議会や自治会への連絡・情報発信等（会議のお

知らせや緊急情報の連絡等）について、役員の負担軽減及び必要な情報

を速やかに伝達することを目的として、アプリの活用等を検討する。あわせて、

市民がアプリ等を気軽に活用できるよう、ICTに関する知識を深める場の提供

に努める。 

市から校区コミュニティ協議会や自治会への一般的な連絡・情報発信に

ついては、市民活動課がとりまとめて行っているが、連絡方法については、未

だ FAX や郵送が多く、伝達に時間を要している。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

簡易アプリ導入等の課題・必

要性等について検討 

地域との協議およびその結果

を踏まえ、数校区で試行実

施 

  
 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

 ― 千円 

取 組 

実 績 

校区コミュニティ協議会及び

自治会にアンケートを実施し

た。この結果を踏まえ、手法

の検討を進めたところ、導入

手法については、地域と共に

考える形が望ましいとの結論

に至った。今後、地域と協議

を行い、導入に向けた検討を

進める。 

枚方市コミュニティ連絡協議

会の令和３年度活動目標と

して「地域における情報共有

の ICT化に向けた検討」が掲

げられ、市と共に議論を行っ

た。ICTによる情報共有の効

果を検証するため、令和４

年１月、２月に、10 校区で

LINE を活用した情報共有

の試行実施を行った。 

枚方市コミュニティ連絡協議
会では、令和４年度の活動
目標として地域における情報
共有の ICT 化の推進を掲
げ、LINE を活用した情報共
有の取り組みを進めている。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 

試行実施の結果を踏まえ、希望する校区で実施 
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No.７ 地域防災力向上をめざした訓練の見直し 危機管理部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

地域防災力向上を図るため、校区コミュニティによる指定避難所開設運営
訓練（実働型訓練）の実施を促進する。 

各校区では、起震車や煙道体験などの体験型訓練を実施し、市及び
消防組合は、資機材等の支援を行ってきた。令和元年 6月 16日の枚方
市総合防災訓練に４校区が参加し、市との連携による指定避難所開設
訓練を実施したところ、地域防災力向上をめざす取り組みとして、実働型
訓練が効果的であると確認した。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

枚方市総合防災訓練で、8
校区による指定避難所開設
及び市との情報共有訓練を
実施 

枚方市総合防災訓練で、8
校区による指定避難所開設
及び市との情報共有訓練を
実施 

枚方市総合防災訓練で、８
校区による指定避難所開設
及び市との情報共有訓練を
実施 

枚方市総合防災訓練で、
12 校区による指定避難所
開設及び市との情報共有訓
練を実施 

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

新型コロナウイルス感染症の
影響により、令和2年度の枚
方市総合防災訓練（指定
避難所開設訓練等を含
む）は中止となったが、これに
代わる取り組みとして、新型
コロナウイルス感染症まん延
下での避難者受け入れにつ
いてマニュアルを策定し、同マ
ニュアルに基づく避難所開
設・運営訓練を校区単位で
実施した。 

令和3年度の枚方市総合防
災訓練では、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により指
定避難所開設訓練は２校
区のみ実施となった。これに
代わり、昨年度に引き続き、
同感染症に対応した避難所
開設・運営訓練を校区単位
で実施した。このような現状を
踏まえ、今後、同感染症の
動向を見極めながら総合防
災訓練を実施していく必要が
あるため、令和４年度以降
の取組目標における実施校
区数を変更する。 

令和4年度の枚方市総合防
災訓練では、「地震」をテーマ
とし、ＶＲ等の先端技術を
通じた防災学習や、自主防
災組織や市職員を対象とし
た家具固定に関するオンライ
ン講演会を実施した。また
「広域避難」をテーマとした指
定避難所開設訓練を８校
区で実施。その他「感染症に
対応した避難所開設・運営
訓練」や、AED、消火、応
急、起震車等の訓練を週末
ごとに各校区で行っており、
25校区で41回実施した。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 



行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針５ 民間活力の活用や協働を推進する～市民・事業者など様々な主体との連携・協力の推進～ 

- 78 - 

 

No.８ 電子自治体の推進（オープンデータ化の拡充・活用） 総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

市民の利便性向上を図るため、公開する行政情報（オープンデータ）の

種類の拡充に取り組む。また、民間や大学等との連携により、ニーズの高いデ

ータを把握し、利用しやすいデータの公開方法を研究する。 

官民連携の取り組みを進め、オープンデータを拡充するための課題の洗

い出しや公開手法の検討を行った。アプリ作成イベントで市民等が作成し

たアプリを、大阪工業大学との共同研究として機能改修を行い、機能の一

部を子育て情報発信アプリの機能へ取り込んだ。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

     

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

総務省主催のオープンデータ

研修に参加し、意義・必要

性、道府県の取り組み、課

題等のディスカッション等を通

して、本市の取組内容におけ

る状況を確認した。また、現

在公開しているオープンデータ

の内容を精査し、古い情報

のものを削除した。 

国では、行政が保有するデー

タの公開とその利活用促進を

目的として「推奨データセッ

ト」を取りまとめており、本市に

おいてもその内容に基づきオ

ープンデータの拡充に努め、

令和 3 年度は介護サービス

事業所一覧を公開した。 

大阪府が主催する「オープン

データへの取組を推進するワ

ークショップ」に参加し、行政

組織内部におけるデータ共有

や、外部組織でも行政データ

を活用可能とするようにオー

プンデータの拡充を進めてい

る。また、官民共創プロジェク

トとして、企画課所管の「事

務概要」のオープンデータ化

に取り組んでいる。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

オープンデータの種類の拡充 
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No.９ 指定管理者制度の拡大（楽寿荘） 
健康福祉部 

総合政策部 
取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

効率的・効果的な管理運営を行うため、サウンディングの実施や利用者サ
ービスのさらなる向上の観点等から検証を行ったうえで、楽寿荘への指定管理
者制度導入を検討する。 

昭和35年に大阪府の施設として開所、平成12年に本市に移管され、
平成23年4月に老朽化・耐震化対策とともに、スロープや手すりの設置な
ど可能な限りのバリアフリー化を行い、リニューアルオープンした。 
 施設管理は直営で実施しており、受付業務、屋外清掃等の業務を公益

社団法人枚方市シルバー人材センターに委託している。 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 
指定管理者制度導入に向

けた検討 

指定管理者制度導入手続 直営による施設運営を継続   

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
 ― 千円 

取 組 

実 績 

楽寿荘の効率的・効果的な

管理運営に向け、事業者へ

のサウンディングを実施した結

果、管理運営経費の増加、

施設利用方法の変更等の

課題を確認するとともに、喫

緊の課題である委託内容の

変更（人材派遣への切り替

え）を次年度から行うこととし

た。 

前年度に把握した課題を踏

まえ、楽寿荘の管理運営に

ついては、委託を活用しなが

ら直営で行うことが最も効率

的・効果的と判断し、次年

度以降も直営による施設運

営を継続することとした。 

引き続き、市内 2 カ所の老

人福祉センターの位置づけや

施設特性から、直営による施

設運営を継続している。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

    ― 千円 
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No.10 指定管理者制度の拡大（東部公園） 
土木部 

総合政策部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

市民サービスの質の向上と効率的、効果的な管理運営に資することを目
的に、東部公園に指定管理者制度を導入する。 

東部公園は郊外にある規模の大きな公園で、野球場、ドッグラン、駐車
場などの施設があり、公園全体を包括して指定管理者制度による管理運
営を行うことについて検討した。平成30年度は、官民連携プラットフォーム
公開サウンデイング（近畿ブロック）を行い、民活による管理運営について

意見交換するなど、指定管理者制度の導入について検討を進め、公園の
利用実態調査を行った。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

指定管理者制度導入手続  

 

   

目 標 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

利用料金制の検討に際し
て、社会実験等の試行の公
募準備を進めたものの、コロ
ナ禍の影響により、実施でき
なかった。なお、スケールメリッ
トの観点から、王仁公園など
他施設と合わせた制度導入

も含めて検討を進める必要
があるため、基本方針5№
11「王仁公園へのPPP／
PFI手法の導入検討」のスケ
ジュールに合わせ、制度導入
を延期することとする。 

東部公園の指定管理者制
度について、昨年度に引き続
き、スケールメリットの観点か
ら、王仁公園など他施設と合
わせた制度導入も含めて可
能性の検討を行った。 

王仁公園、香里ケ丘中央公
園、中の池公園、鏡伝池緑
地に東部公園を加えた５公
園を一括で管理運営する指
定管理者の選定及び指定の
手続きを行った。令和５年
度から指定管理者制度を導

入予定である。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

他公園とのスケールメリット等を検証し、指定管理者制度の導入
検討及び手続きを行う 

「 
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No.11 王仁公園への PPP／PFI手法の導入検討 土木部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

施設の老朽化が進む王仁公園について、プール機能を含むあり方の検討を

行うとともに、市民へのより良いサ－ビスの提供と維持管理の効率化など、公

園施設全体を包括的かつ経営的にマネジメントする視点に立ち、ＰＰＰ/Ｐ

ＦＩ手法（Park－PFI を含む。）の導入を検討する。 

都市公園有料施設（王仁公園を含む）については、平成30年度に、

指定管理期間を平成31年4月からの3年として指定管理者の更新手続

を行った。また、庁内に「王仁公園のあり方検討委員会」を設置し、公園の

機能や活用などについて検討を進めている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

・検討調査委託の実施 

 

・王仁公園のあり方に関する

基本方針の決定・運用 

・検討調査委託の実施 

 

・王仁公園のあり方に関する

基本方針の決定・運用 

   

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

市民アンケートや民間サウン

ディングによる市場性等の調

査確認を検討したが、コロナ

禍の影響による利用者動向

の変化等が不明なため、基

本方針の策定スケジュールを

延期することとした。 

市民アンケートのほか、他市

公園の指定管理者やスポー

ツ関連事業者等に対するヒ

アリングを再度実施し、「王仁

公園再整備と管理・運営の

基本方針」を策定した。な

お 、 本 方 針 に お い て 、

Park-PFI を導入する方針と

した。 

令和４年３月に策定した
「王仁公園 再整備と管理・
運営の基本方針」に基づき、
既存のバレーボールコートを
新たな施設に改変し、最長
２０年間管理運営する

P-PFI 事業者の募集を行っ
た。申請者からは、フットサル
コートへと改変する提案があ
がり、当申請者を事業予定
者として選定した。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 
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No.12 公立保育所の民営化 子ども未来部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
「就学前の教育・保育施設に係るひらかたプラン」の取り組み（渚・渚西保

育所の統合民営化）を円滑に推進するとともに、従来の手法に捉われない
柔軟な発想により、年１か所程度を目標に民営化を進める。 

平成 16 年度に宇山保育所を民営化して以降、平成 31 年度までに７
か所の公立保育所を民営化した。現在、渚・渚西保育所の民営化（令和
３～４年度）、統合（令和４年度）に向け、保護者への説明や運営法
人公募の手続きを進めている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

【渚・渚西保育所】 
運営法人による引継ぎ、新
園舎用地の購入 

・民営化園（２園）の検
討・決定 
・保護者・地域等への説明 

【渚・渚西保育所】 
渚保育所民営化開始、 
新園舎建設 

【阪・桜丘北保育所】 
運営法人の公募・選定 

【渚・渚西保育所】 
渚西保育所民営化開始、 
新園舎での保育開始 

【阪保育所】 
運営法人への引継ぎ 

【桜丘北保育所】 
運営法人の公募・選定 

【渚・渚西保育所】 
渚保育所用地返還(予定) 

【阪保育所】 
民営化開始、園舎建替工
事完了 

【桜丘北保育所】 
運営法人への引継ぎ 

 

 

目 標 

効果額 
― 千円 

（― 千円） 

― 千円 

（― 千円） 

▲123,964千円 

（196,680千円） 

▲352,117千円 

（201,958千円） 

累積効果額 
▲476,081千円 
(398,638千円) 

取 組 

実 績 

・渚保育所は4月から引継ぎ
を開始した。また、統合後の
新園舎用地の購入・法人へ
の無償貸与を行った。 
・各保育所の個別課題や地
域バランス等を踏まえ、阪・
桜丘北保育所を令和5年4
月に民営化することとし、同
保育所の保護者及び各校
区コミュニティ協議会の代表
に説明を行った。 

・４月から渚保育所を民営
化した。渚西保育所は令和
４年４月の民営化に向け、
10月から引継ぎの共同保育
を開始した。また、新園舎の
整備を12月に完了した。 
・阪・桜丘北保育所の運営
法人を公募し、阪保育所は
令和４年３月に運営法人
の選定を行った。桜丘北保
育所は１法人の応募があっ
たが、応募辞退となった。 

・４月に渚西保育所を民営化す
ると同時に、渚保育所・渚西保
育所を統合し、新園舎で保育を
開始した。また、借用中の渚保
育所用地を3月に返還した。 
・阪保育所は、令和５年４月の
民営化に向け、10月から引継ぎ
の共同保育を開始した。また、仮
設園舎の整備を3月に完了し
た。 
・桜丘北保育所の運営法人の公
募・選定を行い、法人を決定し
た。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 
（― 千円） 

― 千円 
（― 千円） 

▲115,401千円 
(162,128千円) 

千円 

累積効果額 
▲115,401千円 
(162,128千円) 

※当課題の目標効果額・実績効果額については、人件費効果額を基本方針(２)№13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に必要経費等の額を記
載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。 
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No.13 ごみ収集業務体制の見直し 環境部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 

 平成31年1月に策定した「ごみ収集業務体制見直し実施計画」に基
づき、段階的にごみ収集業務の委託化を進める。 
効率的･効果的なごみ収集業務体制の構築に向けた具体的な取り

組みとして、一般ごみ及びペットボトル・プラスチック製容器包装収集業務
の全委託化に取り組む。また、一般ごみ収集業務については、委託化に
より段階的に2人乗務体制へ変更していく。 

 平成28年3月に策定された「枚方市新行政改革実施プラン（平成28年度
～31年度）」の改革課題の一つとして、ごみ収集業務における技能労務職員
の適正配置に向けた取り組みを掲げ、セーフティーネット（直営率50％）を確
保しながら、段階的な委託を進めてきた。 
また、平成30年度には、「官と民の最適な業務分担割合」や「妥当な委託

割合」など、ごみ収集業務における継続的な検討課題について、直営が担うべ
き業務と民間に委ねられる業務の精査、セーフティネットの考え方等の整理を行
い、平成31年1月に「ごみ収集業務体制見直し実施計画」を策定した。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

直営車両６台を委託 

 

 

直営車両６台を委託 
(令和２・３年度累計12台) 

直営車両６台を委託 
(令和2～４年度累計18台) 

直営車両５台を委託 
(令和２～５年度累計23台) 

 

目 標 

効果額 
▲14,451千円 
(57,125千円) 

▲327,034千円 
(▲187,552千円) 

▲416,030千円 
(▲144,815千円) 

▲500,801千円 
(▲82,355千円) 

累積効果額 

▲1,258,316千円 
(▲357,597千円) 

取 組 

実 績 

直営の一般ごみ収集車両
23台の内、6台を委託化し
た。また、令和3年度から大
型ごみ持出しサポート収集

制度の要件緩和を行い、多
くの市民が利用できるよう準
備を進めた。 

直営の一般ごみ収集車両
17台の内、6台を委託化し
た。また、委託化した収集車
両の乗務員を３人から２人

へ変更した。 

直営の一般ごみ収集車両
11台の内、６台を委託化し
た。また、委託化した収集車
両の乗務員を３人から２人

へ変更した。 

  

実 績 

効果額 ▲200,527千円 
(▲121,714千円) 

▲327,021千円 
 (▲167,343千円) 

▲416,282千円 

(▲82,218千円) 
千円 

累積効果額 
▲943,830千円 

 (▲371,275千円)  

一般ごみ収集業務の段階的な２人乗務化 

 

※当課題の目標効果額・実績効果額については、人件費効果額を基本方針(２)№13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に
必要経費等の額を記載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。 
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No.14 公立学校の管理運営の包括的委託の推進 総合教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
 学校運営にかかる業務や学校にて実施する諸事業（学校校務員業務、
学校施設管理業務、安全監視事業、学校施設開放事業、学校給食単
独調理場運営業務、留守家庭児童会室運営事業、放課後子ども教室、
放課後自習教室事業など）は、教育委員会各課が担当しており、事業ごと
の連携や調整等の事務は学校にとって大きな負担となっている。また、人材
確保など各課における事業課題も多様で、これらの事業を包括的に民間委
託することで、課題解消を図るものである。令和 2 年３月に、基本的な取り
組み内容を示し、実施計画を策定する。 

 公立学校の管理運営の包括的委託に向けて、対象業務を所管する関係部
署とそれぞれの業務の特性、包括委託に向けての課題について協議・検討を行
った。また、他市への学校運営にかかる業務のアンケート調査や先進都市への訪
問調査、事業者へのサウンディング調査などの取り組みを行っている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 
包括委託事業実施計画策
定 

  
 包括委託事業開始 

 

目 標 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

包括委託モデル事業の実施・

検証に向け、諸事業の委託に

おける効果的な組み合わせを

検討した。また、学校教育部に

おいて、本包括的委託の一環

である留守家庭児童会室と放

課後子ども教室を一体的に捉

えた、令和３年度からの放課

後キッズクラブの実施（委託

等）に向け、取り組みを進め

た。 

引き続き、包括委託モデル事

業の実施・検証に向け、諸事

業の委託における効果的な組

み合わせを検討し、費用対効

果などの課題を抽出した。また、

学校教育部において、本包括

的委託の一環である留守家庭

児童会室と放課後子ども教室

を一体的に捉えた、放課後キッ

ズクラブを先行実施(委託)し

た。 

引き続き、包括委託モデル事
業の実施・検証に向け、諸事
業の委託における効果的な組
み合わせを検討し、費用対効
果などの課題を抽出した。また、
学校教育部において、本包括
的委託の一環である留守家庭
児童会室と放課後子ども教室
を一体的に捉えた、放課後キッ
ズクラブを引き続き先行実施
(委託)したとともに、令和5年度
からの本格実施に向け、事業
者選定審査会にて、委託契約
予定事業者を選定した。 

  

実 績 

効果額 
― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

包括委託モデル事業の実施・検証 
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No.15 文化財の啓発普及に向けたクラウドファンディングの導入 観光にぎわい部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
市民共有の財産である文化財の啓発普及の観点から、その魅力を分かり

やすく広域的に情報発信するための新たな技術やアイデアを活用した事業
（以下「活用事業」という。）の資金源として、クラウドファンディングを活用す
る。具体的には、特別史跡百済寺跡、楠葉台場跡での活用事業及びクラウ
ドファンディングの進め方等を検討し、令和 5年の事業実施をめざす。 

クラウドファンディングについては、第１期実行計画において、文化財保存
活用基金の資金調達方法の１つに位置付けているが、実施に至っていな
い。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

活用事業に関する事業計画

の検討及び策定 

 

 

 
 
 
クラウドファンディング目標額
の設定・活用事業のＰＲ 

 

 
  

目 標 

効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

特別史跡百済寺跡や楠葉
台場跡の活用事業として、
当時の遺構を AR 等で再現
する方向で検討を進めること
とし、費用対効果や現場の
設備（安全面を含む）、ラ
ンニングコスト等を検討した。
なお、特別史跡百済寺跡の
活用事業は、産官学連携の
取り組みである Hirathon
（ひらかたアイデアソン・ハッカ
ソンプロジェクト）の活用も含
めて検討を進めることとした。 

特別史跡百済寺跡の創建
当時の姿がイメージできる
AR(拡張現実 )について、
Hirathon の取り組みの中で
「百済寺跡 AR」の体験会を
実施するなど、産官学連携
による ICT を活用した文化
財の啓発に一定の成果が得
られた。今後も連携し、技術
開発を進めることで、クラウド
ファンディングを利用せずとも、
経費節減して事業を進めら
れる見通しとなったため、本
課題の取り組みの方向性等
を変更することとした。 

特別史跡百済寺跡の創建
当時の姿がイメージできる
AR(拡張現実 )について、
Hirathon（ソーシャルイノベ
ーションチャレンジ）の取り組
みとして大阪工業大学が開
発した「百済寺跡 AR」の体
験会を百済寺跡で実施し、
文化財の啓発ツールとして一
定の成果が得られた。今後も
連携し、技術開発を進めるこ
とで、クラウドファンディングを
利用せずとも、経費節減して
事業を進められる見通しとな
っている。 

  

実 績 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 
― 千円 

活用事業の設計 「百済寺跡 AR」の取り組みを踏まえ、楠葉台場跡等の文
化財の普及啓発に向けた更なる産官学連携を推進 
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No.16 留守家庭児童会室と放課後子ども教室の総合的かつ効果的・効率的な運営 学校教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 2年 3月時点） 
児童の自主性・社会性等の育成、学力向上など安全安心な空間で仲間と過ご

す時間をすべての児童に用意し、より豊かな放課後を実現するとともに効果的・効率
的な運営を図るため、「児童の放課後を豊かにする基本計画」に基づき、この間、個
別に実施してきた「留守家庭児童会室」「放課後子ども教室」などの放課後事業の
運営について、「総合型放課後事業」として、民間活力を活用しながら総合的かつ
効果的・効率的な運営に取り組む。 

留守家庭児童会室の平成31年度の入室児童数は4,859人（４月１日現
在）と、平成30年度と比較して153人の増となったが、年度当初からの入室申し
込みの期限である１月末時点では、待機児童数０人を実現することができた。 
 しかし、今後も入室申し込みの増加傾向が見込まれる中、活用可能な学校施
設の確保が困難となりつつあることから、留守家庭児童会室と放課後子ども教室
との総合的な運営を行うことで、児童の放課後の過ごし方に関するニーズに応じ
て、分散して受け止めることが求められている。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

目 標 
効果額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

・令和３年４月からの放課
後キッズクラブ先行導入に向
け、事業者選定審査会を設
置・開催し、12月に委託予
定事業者を決定した。令和
3年2月に委託契約を締結
し、引継ぎ保育を実施した。 
・先行導入対象4校の保護
者を対象に説明会を行った。 
・コロナ禍を受け、令和３年
１月に予定していた放課後
子ども教室の登録説明会を
中止し、これに代えて、全校
児童に配付しているiPadによ
る動画配信とした。 

令和３年４月から「放課後
子ども教室」を土曜日および
三季休業期に直営2校と委
託２校の計４か所の小学校
で実施し、「留守家庭児童
会室」と「放課後子ども教
室」を一体的に運営する総
合型放課後事業の先行実
施を開始した。 

留守家庭児童会室と放課後オ
ープンスクエアを一体的に運営す
る総合型放課後事業を全校
（直営22校、委託22校）で実
施するにあたり、委託事業者の選
定・契約手続きを行い、直営校
ではフルタイムの常勤職員や短時
間勤務の支援員等を配置し、責
任と役割を明確にした運営体制
を整えた。また、児童の安全対策
や保護者の利便性の向上、職員
の業務改善を図るため、入室申
し込み等でのオンライン申請や児
童の入退室管理システムの導入
に向けた準備を進めた。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 

留守家庭児童会室と放課後子ども教室の一体的な運営を核として、本市で実施する放課後４事業が緊密に連携・協

働しながら総合型放課後事業（放課後キッズクラブ）に取り組むことで、全ての児童の放課後環境の充実を図る。 
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No.17 成果連動型民間委託方式（PFS）の活用検討 
総合政策部 

健康福祉部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 3年 3月時点） 

行政課題に対する民間事業者のノウハウ等の積極的な活用による市民サービス

の向上に加え、EBPM の推進、費用対効果のさらなる向上を図るため、健康づくり

などの分野において、成果連動型民間委託方式（PFS）の活用を検討する。 

他市では、大腸がん検診・精密検査受診率の向上や、禁煙支援、要支援・要

介護者に対する自立支援及び重度化防止などに関する事業において成果連動型

民間委託方式（PFS）が活用されている。 

≪成果連動型民間委託方式（PFS）≫ 

地方公共団体等が、民間事業者に委託等して実施させる事業のうち、その事業により解決をめざす

「行政課題」に対応した「成果指標」が設定され、地方公共団体等が当該行政課題の解決のために

その事業を民間事業者に委託等した際に支払う額等が、当該成果指標の改善状況に連動する事業 
 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 

 

PFS の活用が可能な事業の
検討および活用に向けた取り
組み 

 
 

 

 

目 標 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

 
 
 
 
 

介護予防活動の実施者の拡

大を目的に、誰もが容易にチャ

レンジできる運動系以外の活動

を実践するグループの活動支援

体制の構築に関して、国(内閣

府)の「地方公共団体による成

果連動型民間委託方式

(PFS)に係る事業案件形成支

援事業」に選定され、令和 4年

度からの事業実施に向けて事

業スキーム構築等を進めてい

る。 

介護予防活動の実施者の拡

大を目的に、誰もが容易にチャ

レンジできる運動系以外の活動

を実践するグループの活動支援

体制の構築を行う介護予防事

業を運営する事業者を決定し、

９月から「きっかけづくりのための

介護予防イベント」や「気づきと

学びをバネにチャレンジする学び

のプログラム」等を開催してい

る。 

  

実 績 
効果額 

― 千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 

順次、PFSを活用した取り組みを推進 
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行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針５ 民間活力の活用や協働を推進する～市民・事業者など様々な主体との連携・協力の推進～ 

 

No.18 学校プールの民間施設の活用 
総合教育部 
学校教育部 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 3年 3月時点） 
民間施設を活用した水泳授業を実施し、専門スタッフの活用等の効果も

検証しながら、児童の泳力向上とプールの維持管理や改修・改築費用の縮
減を図る。 

学校プール施設の 90％以上が築 30年以上経過しており、改修・改築
時期が迫っている。屋外プールのため、猛暑や雷雨等の自然環境により授
業ができないなど、学校運営への影響がある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

 民間施設を活用した水泳授業
のモデル実施（山田小学校）
および効果・課題の検証 

民間施設への移動手段等が異
なるケースや、専門スタッフの派
遣を受けるケースを含め、複数
の小学校で民間活用を実施
し、その効果検証を踏まえ、今
後の推進計画を作成 

すべての小学校での民間活力
の活用に向けて、新たに５校程
度を加え、民間活用を進めると
ともに、民間施設の受入許容
人数等を見極めた上で、推進
計画の作成に取り組む 

※全小学校で実施
の場合、プールのライ
フサイクルコストとの
比較で、年間１校
あたり平均 1,900
千円程度の効果額
を見込む。 

目 標 
効果額 

千円 ※千円 ※千円 ※千円 
累積効果額 

千円 

取 組 

実 績 

 山田小学校でのモデル実施は
新型コロナウイルス感染症の影
響により中止したが、令和４年
度を実証期間として、順次本
事業の対象校を拡大すること
や、拡大に当たり勘案する事項
等を12月に「基本的な考え方」
としてとりまとめた。これに伴い、
令和４年度は、民間施設や専
門スタッフを活用した取組みを
複数の小学校で実施し、その
効果検証を踏まえ、今後の推
進計画を作成することを取組目
標とした。なお、本事業の推進
に当たり、より具体的に学校・民
間事業者との調整や他市の先
行事例の調査等を行うため、
11月にプロジェクトチームを設置
した。 

令和4年5月24日に初回の授
業を行った殿山第二小学校を
皮切りに、小学校6校(山田、
殿二、田口山、樟葉西、蹉
跎、氷室)の水泳授業につい
て、民間活力を活用する事業
を実施した。事業の実施にあた
っては、学校規模、実施手法
(民間施設利用又はスタッフ派
遣)、施設への移動方法(徒歩
又はバス)、授業の時期(1学期
又は2学期)について異なるケー
スを組み合せ、それぞれの課題
と効果を検証した。今後、民間
施設の受入許容人数等を見
極めた上で、 推進計画の作成
に取り組む。 

  

実 績 
効果額 

千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 
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No.19 公民連携による上下水道管路の更新・耐震化 経営戦略室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 3年 9月時点） 

上下水道管路の更新・耐震化のペースを引き上げるとともに事業費を削減

するため、PPP や PFI等、公民連携手法の検討・導入を行う。 

 本市の水道事業・下水道事業は昭和40年代からの都市化に合わせて管路の

整備を実施したことから、水道事業では管路経年化率※1、下水道事業では管渠

老朽化率※2が今後、急激に上昇するため管路更新のペースの引き上げが課題と

なっている。 

 ※1：総延長に対する布設後40年を経過した管路延長の割合 

 ※2：総延長に対する布設後50年を経過した管路延長の割合 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 

目 標 

  
 検討結果に基づく取り組み 

 

目 標 

効果額 
千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

累積効果額 
― 千円 

取 組 

実 績 

 
 

大阪市水道局が進めている「大阪市水道Ｐ

ＦＩ管路更新事業」について、手法選定の経

緯や事業内容等の聞き取りのための視察、日

本水道協会のＤＢ（デザインビルド）手法に

関する研修会への参加や国土交通省のＰＰ

Ｐ/ＰＦＩ検討会に参加するなど公民連携手

法の調査を行った。下水道事業においては、

国土交通省が実施している「令和４年度下

水道事業の PPP/PFI の案件形成に関する方

策検討」の募集に応募し、国土交通省との

WEB 面談の結果、令和４年度検討調査の

内諾を得た。 

水道事業においては、水道管路の

老朽度評価を管路データ等により

AI で行い、管路更新の優先順位

をつける民間技術について、説明

会への参加等により情報を収集し

た。下水道事業においては、国土

交通省の PPP/PFI 検討会への参

加や、モデル都市に選定された「令

和 4年度下水道事業の PPP/PFI

の案件形成に関する方策検討」に

より、公民連携の手法等について

調査検討を行った。 

  

実 績 

効果額 
千円 ― 千円 ― 千円 千円 

累積効果額 

― 千円 

公民連携手法の検討 
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行財政改革プラン 2020 ━ 具体的な取り組み  

基本方針５ 民間活力の活用や協働を推進する～市民・事業者など様々な主体との連携・協力の推進～ 

 

No.20 府域一水道に向けた水道のあり方の検討 経営戦略室 

取り組みの方向性 これまでの取り組み・現状（令和 3年 9月時点） 
平成30年の水道法改正により、水道事業者には施設・管路の維持管理及び計

画的な更新、健全な経営の確保、必要な人材の確保・育成といった水道の基盤の
強化に努めること、都道府県には基盤強化のための広域連携の推進役となり、水道
基盤強化計画を策定し、実施に努めることが役割として示された。そのため大阪府
は、令和４年度に広域連携等推進協議会（水道法に基づく法定協議会）を設
置し、大阪府水道基盤強化計画を策定する予定である。こうしたことから、大阪広
域水道企業団（以下「企業団」）との事業統合を含めた府域一水道（広域連
携）にあたっての課題を検証しつつ、最適な水道のあり方を検討する。 

 大阪府域ではこれまで大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョン 
H24年3月策定）により企業団を核とした府域一水道をめざしてきた。また、平
成30年には広域連携を推進するため「府域一水道に向けた水道あり方協議会」
が設置され、本市として府域一水道に向けた水道のあり方協議会の淀川水系浄
水場最適配置専門部会等に参加し、将来の府域一水道を視野に入れつつ、他
事業体との施設の最適配置や統廃合を協議してきた。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 備 考 

取 組 
目 標 

  
  

 

目 標 
効果額 

千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 
累積効果額 

― 千円 

取 組 

実 績 

 
 

府域一水道に向けた水道のあ
り方協議会の一元化専門部会
等に参加し、大阪府水道基盤
強化計画の策定と広域的連携
等推進協議会の設置に向けた
方向性を協議した。また、大阪
広域水道企業団との広域連携
として、府域一水道に向けた水
道のあり方協議会の報告書(令
和2年3月)で想定されている大
阪広域水道企業団の磯島取
水場の共同利用について検討
協議を行った。 

府域一水道に向けた水道のあ
り方協議会に参加し、大阪府
水道基盤強化計画等につい
て、協議を行った。また、大阪広
域水道企業団（以下、企業
団）との広域連携として、将来
の水需要減少に伴って生ずる
企業団磯島取水場の能力余
剰を活用した施設・管路の共
同利用の可能性について、企
業団と協議し、課題や危機リス
クの整理を行った。 

  

実 績 
効果額 

千円 ― 千円 ― 千円 千円 
累積効果額 

― 千円 

 

最適な水道のあり方について検証・検討 
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課題名称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

1 事務事業における到達目標の明示と、その検証を踏まえた見直し -                       -                       269,442 295,972 565,414

2 経常経費（枠配分予算）の検証 -                       -                       270,127 270,127

-                       -                       269,442 295,972 565,414

-                       -                       270,127 270,127

課題名称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

-                       -                       50,000 50,000 100,000

-                       1,562 50,000 51,562

4,584 8,584 12,584 12,584 38,336

4,584 8,584 12,584 25,752

▲ 55,696 204,007 564,834 1,194,015 1,907,160

154,771 507,812 827,679 1,490,262

▲ 256,722 ▲ 15,145 338,251 969,816 1,036,200

▲ 44,017 327,467 588,697 872,147

35,773 41,358 38,947 35,204 151,282

35,773 41,548 39,011 116,332

99,973 111,208 119,718 119,718 450,617

97,276 125,373 169,883 392,532

65,280 66,586 67,918 69,277 269,061

65,739 13,424 30,088 109,251

- - - - -                       

32,376 90,577 376,372 499,325

10,000 45,000 33,000 29,000 117,000

49,422 19,811 48,643 117,876

- - 3,492 3,492               

-3

№

14

6

総人件費の削減（組織体制の改編、さらなる役職者の縮減）

-4 総人件費の削減（長時間労働の縮減）

15 -1

税外債権に係る未収金対策等の取り組み
※目標効果額、実績効果額（中段）には各年度と次年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額

（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収額の差額を

記載しています。また、実績効果額の合計欄は、下段の数値を使用しています。なお、下段の数値は

不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となります。

行財政改革プラン２０２０ 別冊　　効果額一覧

♦一般会計

枚方市勤労市民会への支援のあり方の見直し

総人件費の削減13

-1 総人件費の削減（職員数の適正化）

-2 総人件費の削減（メリハリのある給与制度の推進）

効果額（千円単位）基本方針２

基本方針１ 効果額（千円単位）

№

計

1 エフエムひらかた放送委託の見直し

入札制度の見直し

上段：目標効果額

下段：実績効果額



54,137 171,817 56,409 61,910 302,131

57,835 215,622 489,683 763,140

54,137 148,217 37,867 36,600 276,821

57,835 215,622 443,683 717,140

- - - 48 48

- - - -                       

- 23,600 18,542 25,262 25,262

- - - -                       

- - - - -

- - 46,000 46,000             

- 18,676 19,249 19,249 57,174

- 19,249 19,249 38,498

- 4,249 4,410 4,221 12,880

- 4,221 4,223 8,444

- 4,973 8,451 8,492 21,916

- 8,492 8,545 17,037

- - - 252,000 252,000

- - 147,000 147,000

- - - 28,663 28,663

- - - -                       

23,875 99,033 17,856 17,856 158,620

23,875 99,033 17,856 140,764

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

- - - -                       

- 3,422 3,679 3,679 10,780

(-) (42,584) (34,244) (34,244) (111,072)

2,330 3,679 3,679 9,688

(2,330) (34,244) (34,244) (70,818)

- 1,249 1,149 1,149 3,547

(-) (21,244) (18,568) (18,568) (58,380)

- 1,149 1,149 2,298

(-) (18,568) (18,568) (37,136)

86,900 611,010 821,621 1,732,818 3,210,207

275,771 959,980 1,961,511 3,197,262

灰溶融炉の停止（廃止）

33 公立幼稚園の効率的・効果的な配置

30 病院事業会計の繰入金の抑制

35 図書館施設の効率的・効果的な運営

下水道事業会計の基準外繰入金等の削減

住宅改造補助事業の執行方法の見直し

23

自治会館未建設用地の有効活用

市有財産の有効活用

（ネーミングライツ・未利用財産の売却や貸付）

計

20

21

16 市有財産の有効活用

-1

-6

25

-2

精神保健推進事業補助金の見直し

学校園用地及び学校園関連用地の活用（田口山小学校通学路用地、

山田小学校関連用地、招提中学校関連用地）

17 くずはアートギャラリー事業の見直し

24 事業系ごみ手数料の見直し

-8 ふるさと納税制度による積極的な民間資金活用



課題名称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

- ▲ 5,524 ▲ 3,565 ▲ 3,565 ▲ 12,654

(-) (3,371) (9) (9) (3,389)

- ▲ 3,565 ▲ 3,496 ▲ 7,061

(-) (2,003) (2,669) (4,672)

- ▲ 5,524 ▲ 3,565 ▲ 3,565 ▲ 12,654

- ▲ 3,565 ▲ 3,496 ▲ 7,061

課題名称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

- - ▲ 123,964 ▲ 352,117 ▲ 476,081

(-) (-) (196,680) (201,958) (398,638)

- - ▲ 115,401 ▲ 115,401

(-) (-) (162,128) (162,128)

▲ 14,451 ▲ 327,034 ▲ 416,030 ▲ 500,801 ▲ 1,258,316

(57,125) (▲ 187,552) (▲ 144,815) (▲ 82,355) (▲ 357,597)

▲ 200,527 ▲ 327,021 ▲ 416,282 ▲ 943,830

(▲ 121,714) (▲ 167,343) (▲ 82,218) (▲ 371,275)

▲ 14,451 ▲ 327,034 ▲ 539,994 ▲ 852,918 ▲ 1,734,397

▲ 200,527 ▲ 327,021 ▲ 531,683 ▲ 1,059,231

72,449 278,452 547,504 1,172,307 2,028,570

75,244 629,394 1,696,459 2,401,097
総計（一般会計）

№

【備考】　基本方針５ №12・13の課題については、人件費効果額を基本方針２ №13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に必要経費等の額を記載しています。な

お、下段の（　）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。

№

基本方針３

効果額　（千円単位）基本方針５

【備考１】　基本方針２ №13「総人件費の削減」の効果額には、基本方針２№33・35、基本方針３№13、基本方針５№12・13の課題の人件費効果額が含まれています。

【備考３】　基本方針２ №14「入札制度の見直し」の効果額には、低入札価格調査制度の対象工事の拡大に伴って生じた、調査基準価格と落札額の差額を記載しています。

【備考２】　基本方針２№33・35の課題については、人件費効果額を基本方針２№13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に必要経費等の額を記載しています。な

お、下段の（　）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。

【備考】　基本方針３ №13の課題については、人件費効果額を基本方針２ №13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に必要経費等の額を記載しています。

　　　　なお、下段の（　）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。

効果額　（千円単位）

13 ごみ収集業務体制の見直し

計

留守家庭児童会室への情報端末の導入

12 公立保育所の民営化（渚・渚西・阪・桜丘北保育所）

計

13



課題名称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

- - - 2,054 2,054

- - - 0

- - - 2,054 2,054

- - - 0

課題名称 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

- - - - -

20,542 93,519 129,586 243,647

219,000 156,000 87,000 40,000 502,000

49,029 114,230 242,135 405,394

- - 121,764 121,764

9,500 7,300 5,400 4,100 26,300

17,024 12,483 15,538 45,045

- - - -                       

336 480 723 723 2,076

393 294 294 981

611 611 611 - 1,833

- - - -                       

70,342 103,921 103,914 103,914 382,091

78,380 110,876 121,675 310,931

299,789 268,312 197,648 148,737 914,300

99,315 204,689 373,319 677,323

299,789 268,312 197,648 150,791 916,354

99,315 204,689 373,319 677,323

効果額（千円単位）

№

計

総計（特別・企業会計）

計

15 -2

上下水道債権に係る未収金対策等の取り組み
※目標効果額、実績効果額（中段）には各年度と次年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額

（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収額の差額を

記載しています。また、実績効果額の合計欄は、下段の数値を使用しています。なお、下段の数値は

不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となります。

受水費の削減

【備考】　基本方針２ №14「入札制度の見直し」の効果額には、低入札価格調査制度の対象工事の拡大に伴って生じた、調査基準価格と落札額の差額を記載しています。

27

16 -3 下水道マンホール蓋の有料広告

16 -4 検針票の有料広告

15 -1

税外債権に係る未収金対策等の取り組み
※目標効果額、実績効果額（中段）には各年度と次年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額

（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収額の差額を

記載しています。また、実績効果額の合計欄は、下段の数値を使用しています。なお、下段の数値は

不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となります。

1 事務事業における到達目標の明示と、その検証を踏まえた見直し

基本方針１

14 入札制度の見直し

№

効果額（千円単位）

♦特別・企業会計

基本方針２



令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

248,125 548,125 511,517 511,517 1,819,284

211,050 511,517 511,517 1,234,084

50,596 50,596 50,596 97,346 249,134

30,401 53,335 49,155 132,891

117,839 117,839 117,839 117,839 471,356

116,006 124,798 126,392 367,196

- 300,000 - - 300,000

- 331,202 - 331,202

15,000 15,000 - - 30,000

- - - -                       

15,000 15,000 16,800 16,800 63,600

16,800 16,800 16,800 50,400

47,000 83,000 87,000 217,000

54,641 98,991 153,632

4,486 6,453 4,633 15,572

6,478 7,152 13,630

39,000 - 39,000

41,008 41,008             

446,560 1,098,046 825,205 835,135 3,204,946

374,257 1,098,771 851,015 2,324,043

【参考資料】

行財政改革プラン２０２０の取り組み以外による効果額一覧

課題名称

効果額（千円単位）

♦一般会計

繰出金の見直し

火葬場使用料の見直し

計

経常経費の配分見直し

エフエムひらかたの解散に伴う返還金

枚方市文化国際財団の基本財産の受け入れ

結婚等新生活支援事業補助金の見直し

三世代家族・定住促進事業の廃止

道路占用料等の見直し

精神障害者社会復帰及び居宅生活支援事業の執行方法の見直し

上段：目標効果額

下段：実績効果額



令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合計額

251 516 524 1,291

141 333 474

251 516 524 1,291

141 333 474
計

課題名称

水道用地に係る使用料及び下水道用地に係る占用料の見直し

♦特別・企業会計

効果額（千円単位）



一般会計　　令和４年度実績効果額 2,547,474千円 373,652千円

♦うち、効果が単年度となるもの ♦うち、効果が単年度となるもの

基本方針 課題名称 効果額（千円） 基本方針 課題名称 効果額（千円）

2 14 入札制度の見直し 376,372 2 14 入札制度の見直し 129,586

2 15 -1 税外債権に係る未収金対策等の取り組み 3,492 2 15 -1 税外債権に係る未収金対策等の取り組み 121,764

2 16 -1 市有財産の有効活用（未利用財産の売却） 417,873 2 27 受水費の削減 121,675

2 16 -8 ふるさと納税制度による積極的な民間資金活用 46,000 373,025

ー ー エフエムひらかたの解散に伴う返還金 41,008

884,745 ♦うち、効果が後年度に継続するもの

基本方針 課題名称 効果額（千円）

♦うち、効果が後年度に継続するもの 2 16 -3 下水道マンホール蓋の有料広告 294

基本方針 課題名称 効果額（千円）

1 2 経常経費(枠配分予算)の検証 270,127

2 1 エフエムひらかた放送委託の見直し 50,000 627

2 6 枚方市勤労市民会への支援のあり方の見直し 12,584 ※「効果が後年度に継続するもの」には、令和２・３年度から継続するものも含まれています。

2 13 総人件費の削減 827,679

2 16 -1 市有財産の有効活用(ネーミングライツ・未利用財産の貸付) 25,810

2 17 くずはアートギャラリー事業の見直し 19,249

2 20 住宅改造補助事業の執行方法の見直し 4,223

2 21 精神保健推進事業補助金の見直し 8,545

2 23 灰溶融炉の停止（廃止） 147,000

2 25 下水道事業会計の基準外繰入金等の削減 17,856

2 33 公立幼稚園の効率的・効果的な配置 3,679

2 35 図書館施設の効率的・効果的な運営 1,149

3 13 留守家庭児童会室への情報端末の導入 ▲ 3,496

5 12 公立保育所の民営化（渚・渚西・阪・桜丘北保育所） ▲ 115,401

5 13 ごみ収集業務体制の見直し ▲ 416,282

ー ー 経常経費の配分見直し 511,517

ー ー 火葬場使用料の見直し 49,155

ー ー 繰出金の見直し 126,392

ー ー 三世代家族・定住促進事業の廃止 16,800

ー ー 道路占用料等の見直し 98,991

ー ー
精神障害者社会復帰及び居宅生活支援事業の執行

方法の見直し
7,152

1,662,729

水道用地に係る使用料及び下水道用地に係る占用

料の見直し
333

※「効果が後年度に継続するもの」には、令和２・３年度から継続するものも含まれています。

№

合　　　計

合　　　計

№

合　　　計

合　　　計

№

特別・企業会計　令和４年度実績効果額

ー ー

№
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